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総 務 文 教 常 任 委 員 会 要 点 記 録 

日  時 令和８年３月１１日 
開 会 １０時００分 会議時間 

閉 会 １５時５５分 ３：２８ 

場  所 委員会室 

出 席 者 

宮委員長、松島副委員長、川股委員、矢野委員、柏野委員、武藤委員 

傍聴議員： 川原議員、早坂議員、生本議員 

請願紹介議員：小林議員 

説 明 者 副市長、教育長、総務部長、企画振興部長、教育部長 

外３３名 
傍聴者数 ０人 

事 務 局 議会事務局長、同次長、同スタッフ１名 記  者 １人 

 

会 議 の 経 過 事 項 
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川 股 委 員 

 

 

 

委員長が開会を告げ、傍聴の許可をし、議事日程について説明する。 

 

●日程１．付託案件審査について 

 １）請願第１号 学校給食費の無償化を求める請願 

 

請願第１号については、審査の必要から、会議規則第１４２条第１

項の規定により、紹介議員の説明を聞きたいと思います。 

お諮りいたします。 

 請願第１号について、紹介議員から説明を聞くことに賛成の委員の

起立を求めます。 

（賛成委員起立） 

 御着席ください。起立全員であります。 

 したがいまして、紹介議員から説明を聞くことに決定しました。 

 それでは、紹介議員である小林議員につきましては、議員席へ移動

をお願いします。 

 （小林議員着席） 

 それでは、請願第１号の内容についての質疑に入ります。 

 

【質疑】 

① それでは私のほうから、今回の学校給食費の無償化を求める請願、陳情では

なく請願です。大変重たいものがあると思います。その中で、紹介議員が小林

議員ということであります。さらに、５１４名の署名をつけての請願というこ

とで、給食費を無償化にしてくれという請願書であります。改めて、小林議員、
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紹介議員のほうから、この趣旨について伺います。 

① 改めまして今、川股委員のほうから、この請願書の趣旨を説明してほしい

というようなことでございました。趣旨としましては、請願項目にあります

令和８年度実施予定の給食費の値上げを中止することと、小学校、中学校の

給食費の無償化を実施することであります。ただ、この請願の内容といたし

まして、署名を集めていた関係で、内容が少し古いものになってしまってい

るんですが、重要なところは、今、二つ述べたことでございます。 

② 請願内容をではなく、趣旨をと言ったんですが、趣旨のことについてはほ

とんど、ちょっと古いだけですということにしかなりませんでした。とても

残念です。私が言いたいのはこの請願書は２月１９日が提出日と日にちが打

ってありますが、２月１９日というこの日にちについては、既に国の衆議院

選挙が終わった後の話ということです。現総理大臣、高市大臣が１０月に大

臣になりましたが、その後、国会では様々な改変があり、連立の枠組みも変

わり、その中で給食費無償化の話も出ていて、公約にしていきたいというこ

とで選挙に挑んできた、そういった経緯があります。そして選挙が終わり、

そして総理大臣が再任されたという後にこの請願書。市民の意見として、５

１４人の署名を取った時期は以前かもしれませんが、市民から出た陳情なら

ば、私はこんなことは言いませんが、紹介議員という議員が一緒になってこ

のことを提出してくれということに関して非常に違和感を感じます。今、こ

の内容の、これから給食費無償化になるというときに、小学校がなるときに、

小も中も含めて、そして値上げをするなという請願書を提出すること自体、

非常に違和感を感じるんですが、小林議員は支持者の方々から、市民の方か

らこれをお願いされて提出してくるこの段階で、２月１９日のときにこのこ

とについては、国の動きも小学校は無償化になっているからこのままの文面

ではよろしくないですよというふうに、どうして言わなかったのか伺います。 

② 私はそれを言わなかったわけではないんです。この文章のままで署名を開

始した時期が、実は高市さんが首相になる前か、その前後だったんです。そ

の頃にはもうこの形のままで署名活動を開始されておりまして、ちょっと情

勢が変わったときに、署名の内容をもう一度検討したほうがいいんじゃない

かというような話は、私のほうもさせていただいたんですが、そのときに協

議した段階で、もう既に何百件か署名が集まっておりまして、請願署名とタ

イトルとか、中身とか変えたら、また別物になっちゃうのではないかという

こともありますし、署名をしていただいた方に対しても、取り下げるとか、

そういったことは非常に失礼に当たるのではないかということで、協議して、

このままで継続して出そうというような結論に至った次第でございます。た

だ、署名を５００筆以上もいただいて、署名してくれた方達やその署名を集

めるために一生懸命になって、冬道を歩いて集めた方の思いもないがしろに
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はできないと、私自身も中学校の給食費は無償化するべきだと思っていると

ころもありまして、それで市民の声を無駄にしないためにも、紹介議員とし

て引き受けた次第でございます。 

③ ３回目になります。今、理由というか、そういったものをお伺いしました

けれども、議員としてですよ、議員として、世の中の流れ、国の流れ、国会で

どうなっているか、この後どうなっていくか、そのことは既にこの２月１９

日の時点では十分理解できていた時期だと思います。今、市民がこの内容の

陳情を出すことに対して署名をしてくれたから、無駄になるからという話で

あるならば、請願でなく、市民から出てくる陳情であるべきなんです。そこ

を私は言っているんです。そこをなぜ紹介議員として、小林議員が紹介され

て一緒にこれを出して請願書とするかということを問うているわけです。請

願書というのは非常に重たいものです。簡単なものだと思わないでください。

これで３回目ですよね。だから内容が採択されるような、そういった内容に

しっかり進めていただいて出すべきですよというのを説得するのがあなたの

役目ではありませんか。私はそう思いますし、私は過去にそうやってきまし

た。そのようにこれから頑張っていただきたいと思う期待を込めて、私の質

疑を終わります。答弁があれば伺います。 

③ 川股さんの経験を語ってくださりありがとうございました。そういったほ

うが本来ふさわしいのかも、それが一つの正解といいますか、そういったふ

うにやるのがスムーズにいくのかなというふうに思います。素直にありがと

うございます。 

 

① 改めて市にお伺いしたいと思うのですが、今度、中学校の給食費に対して、

今後の無償化に対して、また保護者への負担軽減策についての考え方を改め

てお伺いしたいのと、小学校給食費の無償化というか、負担軽減に向けての

実施策について改めて伺います。 

① 中学校の今後の無償化の件についてですが、国からまだ正式な今後の動向、

そういったものが示されていないことから、市単体においては、そういった

国の動向とかも含めた上で、そういう情報をいただいた上で検討していきた

いと考えております。 

  小学校の今後の負担軽減の取組ですけれども、令和８年度におきましては、

国からの交付金、あと市の基金、そういったものも活用して、無償化を継続

という形を取りたいと考えております。令和９年度以降は交付金の動向とか

が見えないので、そういった情報をキャッチしながら検討を進めていきたい

と考えております。 

② 分かりました。小学校については、保護者負担をゼロという形で、中学校

の給食費の負担軽減についても、小学校同様、国の動向を見ながら負担軽減
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に向けて対応していくという形ですね。そしてまた今回の令和８年度につい

ては、講じた上で、保護者に負担が多少かかるという内容であるということ

で分かりました。 

② 小学校の負担軽減については、委員がおっしゃったように国と市の基金、

こちらを使って保護者負担なしという形でいきます。 

  あと中学校についても、来年度、保護者の負担はあるのですけれども、将

来的には中学校の無償化も考えてということもありますので、そういったこ

とも検討していきたいと考えております。 

 

  ２点、紹介議員の小林議員にお伺いしたいと思います。 

① 今回、学校給食センターの運営審議会の中では、学校給食１食当たりの食

材価格について、その改定を諮問されて、改定については妥当であるという

答申がされていると思います。請願者なのか、紹介議員の小林議員としては、

価格改定自体をすべきではないとお考えなのか伺います。 

② ２点目、給食センターの運営審議会の答申の中では、一部請願書の中でも

答申の内容については記述があるんですけれども、答申の中では価格改定と

併せて負担軽減についての配慮というところも求められているところでし

て、今、詳しく説明はいただいてないんですけれども、報告資料によります

と、１食当たり９９円分、１人当たりにすると大体１万９,０００円分ぐらい

になるのかなと思うんですけれども、そういった金額が公費によって、中学

校においても保護者の負担軽減がされていると思うんですけれども、紹介議

員の小林議員としては、この負担軽減という部分をどういうふうに評価して

いるのか伺います。 

① 私としては、給食そのものの全体の単価が上がるのは、物価高騰の影響と

か、給食の質の維持の観点から致し方ない部分もあるのかなと考えてはいる

んですが、一方で、保護者負担に係る部分につきましては、価格については

変えるべきではないとは考えております。 

② ２点目ですが、私個人でいいですか。私個人としては、公費負担によって

負担軽減がされていることについての評価は、この件に関しては、私個人は

市の方に高い評価をしているところではあります。ただ、一定の評価はして

はいるんですが、私は無償化を進めてほしいなと思っているので、そこら辺

だけは、値上げについては賛同できないかなというふうな考えであります。 

 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」との声あり） 

  質疑がなければ、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、小林議員につきましては、ここで退席願います。 
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 （小林議員退席） 

本案の取扱いに関し、各委員の御意見を伺いたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

 （「異議なし」との声あり） 

御異議なしと認めます。継続審査か採決か、採決の場合、採択か不採択か

も含め順次発言願います。松島副委員長からお願いいたします。 

  私は、採決し、不採択です。 

  理由については、学校給食費の無償化については本当に進めていただきた

いとは考えておりますが、先ほど確認したとおり、小学校の給食費について

は負担軽減策をゼロとして、恵庭市としても今後始める、令和８年度４月か

ら国の補助金と不足分としては、市として補助するということで負担軽減を

ゼロとしているということと、あと中学校の給食費に関しても、市費を投じ

て物価高騰対策として、保護者負担の負担軽減を行っているといった現状を

踏まえて、この請願の内容が、やはりちょっと現状と整合性が合わないので

はないかという意味で、採決し、不採択という理由であります。 

  私も、今、紹介議員から答弁いただきましたが、ちょっと残念だったなと

いう気がします。この物価高騰で食材費が上がっている中で値上げをするな

というのは無理な話で、値上げをしないのであれば、給食の質を落としてい

くしかないわけですから、子どもたちにそんな迷惑はかけられないので、や

むなく値上げをしたいということ。 

  そして、議員であれば当然のように、開会中の常任委員会の資料は全部目

を通していると思います。今日この後、最後のほうに給食費のことで報告が

ありますが、先ほど少しだけ触れていただいたように、小学校については、

４月からほぼ無償化になる。それから中学校については、この値上げの分に

対しても、恵庭市がその措置をして、その負担を保護者にかけない、そうい

ったことが出ている中でさえ、この請願書を取り下げもせず、また続けよう

ということについて、まず反対を申し上げたいと思います。 

  そして、この請願書については、採決して、不採択としていただきたいと

思います。 

  私も、採決で、不採択とさせていただきます。 

  今、皆さんのお話の中にもあったように、今回の請願書は２月１９日受理

ということで、本日の総務常任委員会での審議の中にも入っています給食費

のことに関して、値上げに対しても、無償化に対しても、話が進んでいる現

状がある中で、先ほどの紹介議員の質疑にもありましたけれども、現状とは

別に、署名とかを集めた現状がもったいないというか、そういうようなこと

でそのまま進めているところもありますし、市として、国としても、無償化

等々の対応はある程度進んでいると思います。 
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  この請願に対して、このまま採択できるような内容ではないので、私とし

ては、採決で、不採択という判断とさせていただきます。 

  私も結論としては、不採択すべきものと考えております。 

  内容として、請願者が求めている無償化については、方向性としては私も

賛同するところではありますけれども、一方で、川股委員からもお話があっ

たように、給食食材費の改定を行わないということは、給食審議会の中でも

言われている国産食材の確保ですとか、地場産食材活用の観点から望ましい

とは考えておりません。生産者にとって適正な価格で地場産食材の使用率を

高めていくということは、食育の観点からも必要なことだと考えております

ので、そういった部分での価格改定というのは進めていくべきだと考えてお

ります。 

  ただ、その負担の部分をどの程度保護者に対して求めていくかというのは

別の議論だと思っておりまして、国としても給食費の無償化を示しながらも、

具体的なところがなかなか見えてこなかったということは、現状においても

同様ですので、市としても、給食センターとしても大分苦慮されてきたとこ

ろなのかなと思っておりますし、そうした中で、交付金を活用しながら無償

化を実施していく方向性というのは示されておりますので、こういった点に

関しては、もっと早くに国から方向性が示されていれば、中学校の部分につ

いても検討の余地というのはあったのかなと思っております。 

  限られた時間の中で最大限配慮いただいたものと評価しております。ただ、

就学援助の対象が限定的なことですとか、課題が全くないとは考えていない

んですけれども、ただ一方で、低所得者世帯に対しては就学援助というもの

もありますので、そういった事情を勘案すると、価格改定自体は否定される

ものではないなと考えております。 

  次年度以降のさらなる保護者負担の軽減を求めながら、請願には賛同でき

ないなと考えているところです。 

  結論から申しますと、採決して、不採択でございます。 

  小学校のほうは、実質無償化がなされると、そういった中で、子どもたち

に必要な栄養を確保するには、どうしても１食当たりの値上げというのは、

昨今の事情から考えますと、やむを得ないのかなと思っております。中学校

が、文中で年間約１万円から１万３,０００円の負担増ということで、中学校

は現状が３３７円の２００食として６万７,４００円、これが負担増として今

度は３６０円掛ける２００食、そうすると７万２,０００円ぐらいですから、

約４,８００円ぐらいですよね、ですから１万から１万３,０００円ほどには

ならないんですけどもね。 

  こういったことで、ちょっとこの文章自体も、若干矛盾している部分もご

ざいますが、５１４人の方に署名を書いていただいて、それに報いたいとい
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う熱意は非常に分かるんですが、残念ながら不採択ということでお願いいた

します。 

全員が本案を採決し、不採択とすべきものとの意見でございます。 

お諮りいたします。 

本案については、討論を省略して不採択とすべきものと決定することに御

異議ありませんか。 

 （「異議なし」との声あり） 

  御異議なしと認めます。 

したがいまして、本案については、不採択とすべきものと決定いたしまし

た。 

 

【結果】 

  不採択とすべきもの 

 

●日程１．付託案件審査について終了 

 

●日程２．所管事務調査について 

 １）報告事項 

  ・事故等発生（処理）報告について 

 資料説明 事故等発生（処理）報告について 

 

【質疑】 

なし 

 

 １）報告事項終了 

 

●日程２．所管事務調査について終了 

 

●日程３．総務部関連 

 １）報告事項 

資料説明① 第３次恵庭市男女共同参画基本計画策定案について 

資料説明② 恵庭市地域防災計画・恵庭市水防計画の修正案につい 

      て 

資料説明③ 令和８年度恵庭市行政組織機構（案）について 

資料説明④ 第２期恵庭市特定事業主行動計画（案）について 

 資料説明⑤ 恵庭市外部労働者等からの公益通報に関する要綱 

（案）について 



８ 
 

藤本情報政策課長 

 

早 川 財 政 課 長 

 

須 貝 税 務 課 長 

 

山口管財・契約課長 

 

高橋選挙管理委員会

事 務 局 長 

 

宮 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 委 員 長 

 

川 股 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料説明⑥ 恵庭市デジタル化推進実施計画の取組状況と改訂につ 

いて 

 資料説明⑦ 「恵庭市財政運営の基本指針」の改定について 

 資料説明⑧ 公の施設の使用料の検証について 

 資料説明⑨ 固定資産税土地評価にかかる基準宅地の見直しについ 

       て 

 資料説明⑩ 恵庭市公共施設等総合管理計画 個別計画 ＜第２次プ 

ログラム・前期５か年＞（案）について 

 資料説明㉕ 第５１回衆議院議員総選挙について 

 

 

なお、質疑については１１項目と報告案件が多いので、まず前半で

資料Ｎｏ.１からＮｏ.６までの質疑を行う形とし、それが終わってか

ら、Ｎｏ.７からＮｏ.１０番まで及びＮｏ.２５の質疑を一括して受

けるという形でやりたいと思いますので、準備のほどよろしくお願い

したいと思います。 

 

  １０時５８分 休憩   

  １１時０５分 再開 

 

【質疑】 

Ｎｏ.１からＮｏ.６までの質疑を行います。 

 

① それでは私から、一つの項目だけですが、男女共同参画の関係になります。

随分前から取り組んでいる話で、かなり改善されてきているんじゃないかな

と思いますし、この委員会でも答弁する課長は女性が多くなっていますし、そ

ういった部分で改めてお伺いしますけれども、基本目標及び基本課題という

ことで、三つの項目で６個出ています。そのうち、男女の人権の尊重というこ

とで、性別による差別、あるいは暴力の根絶ということで、これは言葉も含め

て、条例に沿ってやっていくということですか。市役所の庁舎内の話と、それ

から市民の話とあると思うんですが、こういった事例のことが報告されてい

るのかどうなのか。それから、所管は違うかもしれないが、そういったことが

あれば、このことをやっているには押さえていると思うので、あえて伺いま

す。 

② 政策方針決定過程の女性の参画の拡大、これは庁舎の中でもかなり進んで

きていると思うんですが、その辺りについてどうなのか、まだまだなのかを伺

います。 
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③ 就業における男女共同参画を促進するための環境づくり、これは男子の育

休やいろんなことも含めて、市役所の中、庁舎の中では割と進んでいるほうだ

と私は考えているんですが、その辺りと、それから、恵庭市の中でのほかの事

業者、市民の方々からの意味合いで、今現状、どのようになっているのか伺い

ます。 

④ 安心して子育てができる環境、これについては市長の公約にも似たような

ものがありますが、これの環境整備、これもかなり進んできていると思いま

す。千歳、恵庭、北広島を含めて、３市それぞれ協調しながらやっている部分

もあると思うんですが、これもあえて目標にしていかなければならないほど、

まだ整備が整っていないのか、その辺の見解を伺います。 

⑤ 高齢者、障がい者が生き生きと暮らせる環境整備、これについても、恵庭市

は安心して暮らせるまちだなと私は思っているんですが、あえて目標、重点課

題にしていく現状が何かあるのか。そうではなく目標として設定しているの

か、その辺りのことを伺います。 

① 性別による差別や暴力の根絶ということで、総務課としては、事務局として

いろいろ取りまとめている状況なので、各所管でいろんな対応をしていると

いうところがございます。そこである程度押さえているというか、確認してい

るところで行きますと、性別による差別、暴力というところでは、市民のその

ような状況を何か把握しているとか、的確に把握しているところは、情報とし

ては持っていなくて、人権の絡むような部署と協働しながら、ここについては

確認をするような流れになろうかと思いますが、部署ではＤＶの関係の、例え

ば子ども未来部の辺りでＤＶ被害、そういったところの対応とか、そういった

ところをやっているのは把握しております。 

② 女性参画というところでいきますと、いろいろ事業もあるかと思いますが、

例えば、我々総務課で持っている市の附属機関の女性委員登用率、そういった

ところの率を向上させるということで、人材登録制度を強化したりですとか、

そういったところで、いろいろ附属機関等で入っていただいて、意見を出して

いただけるような、女性が入っていって、社会的にもいろいろ意見を言えるよ

うなというところの取組をさらに進めるようなことを行っております。登用

率自体も、微増ではありますが、若干上がりながらということで、今、取組を

進めている状況であります。 

③ 次が子育ての育休の関係ということで、データ的にはこれといったものを

持ち合わせていなくて、所管としては、庁内の職員の話であれば、職員課のほ

うで進めているというのはない状況です。 

④ 子育て環境の部分ということで、これは川股委員のおっしゃるとおりで、市

のほうで重点的に取組を進めている状況ということで把握しておりますので、

こちらのほうも、人口のほうも微増となってございますので、子育て環境が整
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って、そういったものの効果としては、そういった形が出ているものと考えて

います。 

⑤ 高齢者、障がい者の関係ということで、こちらも市としては、各所管できち

んと高齢者、障がい者施策を行っておりますので、そちらのほうも市としては

適切に進めているものと認識しています。 

  分かりましたとはちょっと言えないんですが、なるほどなということです。 

  大事なことは、これからこの男女共同参画の基本計画を策定していく、その

案を今つくっている段階で現場の話をしっかりつかみ込んでいるかどうかと

いうのが、こういった計画をつくっていく中では一番大事なことであると私

は思っています。 

  男女共同参画といえども、全ての業種で２分の１ずつの男性と女性の割合

になるというものではなく、適職というか、職に合ったものがあると思いま

す。例えば、看護師さんでは、男性の看護師もいますが、男性の看護師が目ま

ぐるしく増えているという状況ではない。それから、保育園、幼稚園、そうい

ったところもあります。市役所の場合は、男女２分の１ずつになっても何も問

題はないんですが、希望して試験を受けられるときに、果たして女性が半分来

ているかというと、そうではないですよね。男性のほうが多くて、女性も採用

しますが、そういう条件の中でやっているということもあるわけですから、そ

ういったことをしっかりまとめながら進めていっていただきたいです。 

  高齢者、障がい者のほうも、ほとんど分かりませんでした。ここの部分は、

私も同僚議員も、これ何でここにあるんだろうねと逆に言うぐらいに思って

いましたので、これをなくせと言っているのではないんです。非常に疑問に思

いましたということで思っております。 

⑥ １番目に答弁いただいた差別の関係では、暴力の根絶もありますが、今では

言葉の暴力も含めて、ハラスメント的なこと、身体的なこと、それから、心を

砕くようなこと、いろいろあると思うんですが、そういったことは、課長が報

告、あるいは仄聞している中で起きていますかというのを、あえて庁舎の中に

限定して言いましょうか。言いにくかったら言える人が言ってもらって構わ

ないんですが、そういったこともあるから、男女共同参画として進めていきた

いんだよということにつながるのかなと思うんですが、なければないで、それ

もないということで、計画のほうは進めていく。机上の空論や絵に描いた餅に

ならないように心配してのお話でございますので、その辺りについて伺いま

す。 

⑥ 今の御質問、差別というか、我々の庁舎内でこれは本当に私の感覚という

か、職場内では女性であれば、例えば出産される方とか、あと育児で休暇を取

る方がここ数年、相当数出ているなという認識であります。それをフォローす

る上司や周り、同僚職員も非常に協力的にやっているなと、実際私の配属され
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ている部署でもそのような形で、取りやすい環境にできるように協力しなが

ら実際やっておりますので、特段、女性、男性の差別とか、そういった年齢の

ところの何かというところは、私個人としては感じておりません。 

⑦ 最後に一つだけお伺いしたいと思います。１番の今の差別のところになり

ますが、効果は大分出てきているようなニュアンスで受け取りましたが、こう

いった事情により休業している職員さんというのは、今現実、いらっしゃらな

いと受け取っていいのか。それとも、まだ事情があって少しあるのか、そうい

ったことはとても大事なことだと思うので、そういったことを含めた男女共

同参画の基本計画として練っていただきたいなと思いますが、答弁できる方

の答弁を伺います。 

⑦ 職員の中でハラスメントを理由として休職している職員はございません。 

 

① 資料Ｎｏ.４、ここに年次有給休暇について文言が出てきているんですが、

例えば、現状の職員が年次有給休暇を取りたいと思ったときに、何か申請書が

あるんですか。そこに理由を書くところがあるんですか。あるいは理由を書か

なくても、いいよと認める仕組みになっているのか、その仕組みをちょっと知

りたいため伺います。 

② それから、例えば、これは男性職員の子ども出生時５日以上１００％となっ

ていて、令和７年が６３.６％だと。例えば女性のときは、女性の育児はもう

１００％だと。どうしてもこれは女性の方は出産だとか、御本人がなさるんで

ね、あるいは育児もどうしても女性が育児だというような社会通念上、男性が

どうしても取りづらいというか、これ申請したらうまくないかなとか、そうい

うようなものが潜在的にあると思うんです。そういうものを払拭していくた

めの、何かこうしたらいいのかなとか、職場づくりの工夫について何か検討し

ているのかどうか伺います。 

③ ただこの数値、例えば、女性管理職の登用率が２２％で、現状はこれが１５．

７だとか書いてあるんですが、目標は２２を目指しますよという目標として

はあるんですが、実際このままでいくと１０年かかってもなかなか難しいん

じゃないかなと。だからこうしていかなくちゃいけないだとか、こうしてみよ

うかなとかというようなものを、ただ数字だけを出しているんじゃなくて、そ

ういった工夫というのを今後考えていこうとしているのかについて伺います。 

① 一つ目の年次有給休暇の申請の仕組みについてでありますが、こちらにつ

いては、有給休暇を取るときの理由についても項目欄はありますが、これにつ

いては必須項目ではありませんので、本人が希望して休暇を申請するときに

は申請ができる仕組みとなっています。 

② 二つ目の男性の子どもの休暇取得６３.６の中で、取りづらいというところ

についての仕組み、取組についてでありますが、男性職員についても、育児休



１２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武 藤 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川 尻 職 員 課 長 

 

 

 

 

 

暇の計画書を作成するよう進めております。その計画書の中では、男性職員が

取れる休暇制度については一覧をつけておりまして、それを、いつ出産したと

きに、どういった休暇を取りたいかということをまず計画を立てていただき

ます。それをもって所属長と面談をしていただきまして、やはりどうしても業

務の都合であったりということもありますが、それも含めて、家庭の都合も希

望といったところも踏まえて、所属長とも面談をしていただいて、休暇を取っ

ていただくようにしております。所属長も、そういった計画書を受けまして、

部の中でのマネジメントであったりという取組をしていただいておりますの

で、そういった中では休暇取得は非常に増えてきたと考えています。 

③ ３点目、女性管理職の登用率の目標への区分についてでありますが、こちら

も今回の計画書の見直しに合わせまして、数値目標の達成目標を変えており

ます。この１０年間、今後１０年間を見たときに、どうしても女性職員の年齢

構成であったり、今、職種で見たときには、この２２％の達成というのは非常

に困難だと見ております。ただ、これからも女性の管理職の登用については積

極的に進めていくものとは考えておりますが、ただ数値を目的とするのでは

なくて、男性職員全体に占める男性管理職の割合と女性職員全体に占める女

性管理職の割合が同率になっていくということが一番重要ではないかと考え

ておりまして、今回の数値目標としては、そのように変更したところです。 

  年次有給休暇を申請するときにいろいろな項目があると、私がちょっと確

認したかったのは、理由を書かなくても、理由を言わなくても年次有給休暇を

取らせてくれる、そういう雰囲気があるのかどうか、そこが大事だと思うんで

す。例えば、理由も言わないで何をするんだということじゃあ、やっぱりなか

なか取りづらいというか。だから、その項目がたくさんあるというのはいいん

だが、じゃあどこにもつけなくても気持ちよく取れるのかどうか、そういうと

ころが大切なんじゃないかなと。有給休暇を取ってもらわなきゃいけないと

いうときに、理由の明示が何もつけていないんじゃ、おまえなんだということ

じゃあ、やはりなかなか取りづらいのかなと。 

  それから、女性の管理職ですよね。要するに、女性が何名いて、その中で

何％、男性が何名いて、その中で管理職が何％と、あくまでもそれを目指すん

だよということですよね。それは結構なことだと思います。 

④ 今の有給休暇の取り方について伺います。 

④ 有給休暇を取得しやすい雰囲気というところでありますが、まず職員課か

ら年２回ほど全庁周知をしておりまして、積極的な年休休暇を取得いただく

ように呼びかけをしております。また、長期の、例えば、週末３連休になって

いるところに合わせてプラスワン休暇ということも含めまして、有給休暇を

計画的かつ長期に取っていただくように、所属長から各主査、スタッフに取っ

ていただくよう勧奨するように努めておりますので、そういった中では、仕事
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をする中では、業務の繁忙期はあるとは思うんですが、そういったところも併

せて雰囲気づくり、皆さんに取っていただくように進めておりますので、なか

なか取りにくいという雰囲気は職員課としてはないのではないかとは考えて

います。 

 

  ４項目お聞きしたいと思います。資料Ｎｏ.１、４、５、６です。 

① 男女共同参画基本計画について３点お聞きしたいんですけれども、まずお

聞きしたいのが、本編というか、表紙の色を変えませんかということなんで

す。男女共同参画の推進計画で何でこの色にしたのか伺います。 

② ２点目ですけれども、２１ページ以降に市民アンケートの結果というのが

載っています。これの質問項目を追っていったときに、これは何を表現したい

のかよく分からないところが結構あったんです。というのは、２３ページの問

３、問４、問６、問７というあたりなんですが、質問項目に対して、回答の男

女比率を出しているんです。その男女の比率の違いを見せたいのか、多分、男

性の中でも１、２、３、４、５という選択肢を選ばれているんだとしたら、そ

の比率は必要がないものなのか。全部で１００％になるものだと思うんです

が、この表記の仕方が果たしてここの中で表現したい、伝えたいことを伝える

のに適した方式なのかなというところをお答えいただきたいと思っています。

もっと分かりやすく言うと、次のページの問１０とかかと思うんですが、男は

仕事、女は家庭だと思いますか、そう思う、どちらかといえばと、男性の中で

そう思う人の割合が分かったほうが本当はいいのかなと思うんですが、そう

いうことじゃないんですかねというのがお聞きしたいです。問１４とか、問１

５に関して言えば、複数回答でこれを表現することで何を伝えたいのかなと

いうところなんですが、アンケートの取り方の時点で既にもうなってしまっ

てるものはどうにもならないんですが、表現としてこれでいいのか、見直しが

必要ではないかというところの考えを伺います。 

③ 最後に１２ページです。今回新たに盛り込んでいただいたところで、１２ペ

ージの６のところで、貧困など生活上の困難を抱える女性への支援として、居

場所の提供というような表現があるんですけれども、ここで言っている居場

所というのは具体的にどのような場を想定をしているのか伺います。 

④ 続いて、資料Ｎｏ.４については１点だけお聞きしたいんですけど。資料Ｎ

ｏ.４の１の１０ページのところです。子育て、介護に関することという中で、

特に介護に関する三つの休暇について、それぞれの制度で知らないという回

答が多いという記述になっています。前期の特定事業主行動計画の中でも同

様な傾向が見てとれるんですけれども、まず、この認知度が低い要因をどう考

えているのか伺います。 

⑤ 続いて、資料Ｎｏ.５について１点なんですけれども、外部労働者からの公
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益通報に関する要綱について、なぜ今これを整備しようとしているのかとい

うことと、この窓口がなぜ職員課なのか伺います。 

⑥ 最後、資料Ｎｏ.６のデジタル化なんですけれども、資料Ｎｏ.６－１の２ペ

ージで、取りやめた事業というのが幾つかのっている中で、１－９、２－５、

２－９について取りやめとした理由について伺います。 

⑦ ２点目なんですが、１－８の市民通知のデジタル化については、予算の個別

でもお聞きしたところなんですけれども、一方で、今回、ＳＭＳ催告というシ

ステムについては導入を進めていくということでした。その通知については、

ＳＭＳということにはならないものなのか伺います。 

⑧ 最後に、資料Ｎｏ.６－１の３１ページのところで、人流データに関する記

述がありまして、３１ページ、最後ですね。人流データの解析を進めていくと

いうことは、データに基づいた政策決定としてもいいことなのかなと思うん

ですが、考えられているデータの取得の頻度というのはどのぐらいになるの

かということと、その一回当たりなのか、１年当たりなのか、必要なコストは

どのぐらいを想定されているのかなというのが、所管なのかもしれませんが、

分かれば伺います。 

  柏野委員の３点の質問にお答えします。 

① １点目の表紙につきましては、こちらは庁内会議ですとか、あと審議会、そ

ういったところでこの案については随時確認して、了承してもらっている状

況なので、特に変えるという考えはないです。そういった確認を全て適切に通

してきたものと。あとパブリックコメントも出して、こういったデータを市民

の方にも広く見てもらえるような形を取って、そこに関して意見もございま

せんでしたので、これに関してはこのまま使いたいというような認識であり

ます。 

② 次にアンケートのところです。こちらのアンケートも項目自体は、現行の計

画を策定するときにも、似たようなというか、アンケートを行っております。

そことの比較もあるので、基本的には項目を踏襲しつつ、項目立てをしている

というのがベースですが、先ほどのＤＶのところのお話だと思います。ＤＶの

１４番、１５番の辺りかと思います。この辺りのアンケート項目につきまして

は、こういったものをやるときは必ず庁内の男女共同参画の推進の幹事会、か

つ、本部会というのをやるのですが、その幹事会というのは、この男女共同参

画に関係する１１７事業を今やっていますが、そちらにかかっている所管課

が集まって行う幹事会というのがございまして、そこの中でこのアンケート

を実施するというような議題になったときに、この項目を入れてほしいとい

う所管課から要望があり、こういったところの意見というか、ちょっと情報を

取りたいというのもありまして加えたものになっています。 

  基本的に、つくりとしては、そういった幹事会、本部会、審議会、そういっ
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たものでも確認しながら、このような形で取るというような決定をしたもの

ですので、これがいいか、悪いかというのは、見方によって判断がいろいろあ

るかと思いますが、そういった合意形成を取りながらアンケートしたものの

結果ということです。 

③ ３点目、今回項目立てした女性の居場所のというような文言のところとい

うことですが、直近の令和６年の女性困難支援法、その新しくできた新法に対

して項目を今回追加した部分になっておりますので、今後ここにつきまして

は、どのようなことができるか、実際、何か事業が今後あればここに入るだろ

うというところで、項目を追加しているものになってございますので、今現

状、どれとか、この事業がというところは、この計画ができた以降に定めてい

くものになるのかなと思っています。 

④ 資料Ｎｏ.４の介護、子育て、特に介護の制度について、知らないというと

ころの要因についてお答えいたします。こちらの資料Ｎｏ.４の１の特定事業

主行動計画の本編の資料の２９ページに職員アンケートを行った結果も載せ

てはいるのですが、そのときの（４）の介護の経験についてという質問の中で

も、これまで介護した経験がないという職員が９割弱いらっしゃいます。その

次のページの（５）の中でも、今後５年のうちに介護をする可能性というとこ

ろも、まだ高くない方が非常に多いというところが結果としてございます。そ

ういった中では、職員課としては、まだ介護に直面してこういった休暇制度を

使う必要性が高い職員がそんなに多くないということが要因であると考えて

います。 

⑤ 資料Ｎｏ.５の外部労働者の公益通報について２点質問がありますが、一つ

目、なぜ今回要綱整理したかというところですが、これについては、今までも

各所管の窓口でも市民から公益通報にかかわらず、いろんな相談については、

まず相談を受けて適切に対応してきたものとは考えております。ただ昨年、消

費者庁から内部公益通報の窓口の設置についての技術的助言が示されたとい

うこともありましたので、この窓口を明確化するということで今回要綱を作

成したものとなります。 

  続きまして、なぜ職員課で窓口をつくるのかということでありますが、これ

については、職員の恵庭市の内部公益通報の窓口を職員課で持っているとい

うことが理由です。 

  私から３点の質問にお答えします。 

⑥ 初めに、取りやめの事業ですが、１の９について、Ｗｅｂ口座の振替受付サ

ービスの導入につきましては、こちら費用対効果等を検証した結果、見合わな

いということで事業を見送っております。 

  二つ目の２の５、こちらの乳幼児健診事務のデジタル化につきましては、今

使っているシステム側に一括した取組とか、そういう対応ができないという
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ところをもって、電子申請の受付等の流れがうまくつくれないということで

一旦見送っております。 

  ２の９、こちらについては、詳細を把握しておりませんので、後ほど回答さ

せていただきたいと思います。 

⑦ ＳＭＳの催告の導入が入っているけれども、通知アプリのデジタル化の検

討でＳＭＳのほうは当たらないのかということかと思いますけれども、ＳＭ

Ｓにつきましても、通知のデジタル化ということにはなるかと思います。こち

らは通知アプリのデジタル化で検討した中にも、メール、ＳＭＳ、ＬＩＮＥ、

こういったデジタル化の通知というところは検討には入っているのですけれ

ども、以前お伝えした通知アプリという専用のサービスを導入することにつ

いて検討を進めて、こちらについては費用対効果が見合わないということで

す。 

  今既にありますメールとかＳＭＳとか電子申請、こういったものに対する

電子の通知ですとか、やり取りについては、原課でそれぞれ進めている状況で

すので、こちらのほうは、今ある資源の中で電子化を進めていくことになって

います。 

⑧ 最後に、３１ページの人流データの解析についてなんですけれども、こちら

取得の頻度等は伺っておりませんので、後ほど御回答したいかと思いますけ

れども、どちらかというと、何かをやった施策とかの結果、人流がどうなった

かといった動きを見たいというところで導入していると把握しています。 

  費用については、こちらは月額１万円台のものから、月額２００万円台のも

のがあるということで、独自のカスタムがなければ、導入費は事務手続の諸経

費になると聞いております。 

  なかなか伝わらなくて残念だなと思うんですが、１点目の男女共同参画の

基本計画なんですが、まさにジェンダーという話をする計画の中で、表紙の男

の子の服の色だとか、女の子の服の色というところに全く配慮がないという

ところに私は驚いているんです。何というか、性別役割分担だとか、性別な色

意識だとかというところが、まさにこういうところに出てきてしまっていて、

２３ページ以降のアンケート調査の結果で言うと、すごく配慮していただい

て、そういう色じゃなく、わざとにしていただいていると思うんですよね。残

念ながら２１ページはもともとのなんですけど。だからそういうことに配慮

する計画だからこそ、そこの表紙はきちんと対応するべきじゃないかという

考えを言いたいんですが、それが適切にやっているということであれば、私は

不適切だと思います。 

⑨ ２点目にお聞きしたＤＶの話なんですが、私が言いたいのは、ＤＶの項目を

入れたことが悪いということではなくて、ＤＶを経験したことはないという

回答が多くなるのは分かっているんです。でも経験をしたことがない人の中
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の男性が３７％で女性が４５％という結果を示したいのか、男性の中でＤＶ

をしたことがある人の割合がこのぐらい、されたことがある人の割合がこの

ぐらい、経験したことのない人の割合がこのぐらいというのを示したいんだ

としたら、この表示の仕方ではないのではないかと思っているんです。きっと

女性の中でＤＶを受けたことがある人の割合というのが、男性よりも高いと

いうことが結果としては出ているんだと思うんですが、ここだけを見ると、そ

の割合がどうなのかということが分からないんです。だから何か計画の中で

生かしていこうとするのであれば、経験したことがある人の割合がこのぐら

いで、実人数はこのぐらいだけれども、その下のＤＶの相談をしたり、受けた

りしたことがあるという人がこんなに少ない、だとしたら、何か手だてが必要

ですよねという、政策につながっていくとしたら、この表現は、ＤＶを受けた

ことがない、相談したこともない人の男女比率を出すということがどうつな

がるのかというのが分からないという話をしているんです。そういう意味で、

ほかのやつもそうなんですが、１００％の中で男性、女性の比率を示すこと

が、この計画の中で政策を考えていくときに役立つようなアンケート項目に

なっているのかというところを見直していただく必要があるのかなと思って

おります。これについては御答弁を伺います。 

⑩ ３点目なんですが、新しい法律ができて、項目を追加したというのは分かる

んですが、居場所として想定しているものが、今、市内で様々やられている、

ただ相談をしたり、語り合ったりするような居場所というものを想定してい

るのか、具体的に暴力があったときに、貧困があったときに、駆け込むような

居場所を想定しているのか、具体的なものはこれからだとしても、大きなそこ

はあると思うんです。本来、ここで言われいてるのは、経済的、物理的な支援

を伴うような居場所というものを想定されているのかなと思っているので、

そうなんだという話をいただければありがたいなと思っています。どうなの

か伺います。 

⑪ 特定事業主行動計画のほうなんですが、私も２９ページのアンケートは見

せていただいていて、だからこそ、そこの中では、今後、介護する可能性があ

るという方が一定数、半分ぐらいいらっしゃるにもかかわらず、やっぱりそこ

の認知が前期の計画と比べても上がっていない。そこについては積極的に周

知をしていくというような話が前期の計画から書かれていて、だけど認知度

が高まっていないということを考えたときに、今回の計画の中では具体的に

どういう取組をしていくのか伺います。 

⑫ ３点目、外部労働者からの公益通報について、今回そういう理由で策定をし

ていくということが分かりました。私も消費者庁のページを見たんですが、消

費者庁としては、内部規定例とかというものを令和４年、令和５年とかに作っ

ていて示している中では、内部通報の窓口と同じだというのが理由だったん
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ですが、例えば、外部からの通報の窓口に関しては、例えば、広報広聴部門だ

とか、消費者行政部門だとか、住民生活部門みたいなところが例示としては挙

げられていると思うんですが、やはり内部的な窓口と外部の人が認識する窓

口とは違うと思うんです。外部の人からすると、職員課はあまりなじみがない

ような気がしていて、だとすると、確かに地域の実情を踏まえるということに

はなっているのですが、もう少し外に開いた窓口のほうが本来的なのかなと

思うんですが、そこの考えを伺います。 

⑬ 最後の部分、デジタルはおおむね分かったのと、後で御回答いただければと

思うのですが、２点目でお聞きしたのは、ＳＭＳ催告という手法を導入するわ

けですよね。だから電話番号があれば個別の連絡をしていける。だとしたら、

市民への通知手段のデジタル化としてＳＭＳを使っていくということであれ

ば、その方法としては、わざわざアプリを入れるということじゃなくてもでき

るのではないか。ＳＭＳを使うということを検討して、取りやめではなくて、

変更してＳＭＳによる通知ということを考えないのか伺います。 

⑨ 市民アンケートのＤＶの辺りの男女比率の関係ということですが、先ほど

言ったとおり、所管課で把握したい情報というところで追加した項目であり

ますが、ＤＶも女性だけではなく、男性もＤＶを受けるといったことはあり得

るだろうと、当然あるだろうと、そこにそういった性の差別、どっちがどうと

かいうものではなくて、実態として、男性も女性も受けているのかを把握した

いというような目的もあるということで、所管課のほうで情報を得て、今後に

役立てたいというような狙いはもちろんあるのかなと思いますし、それで追

加した項目になっていますので、これを見て今後、どのようなことができるの

かというところも含めていろいろ参考にする一つのデータなのかなと思って

いますので、当然、フィードバックして確認して何かに生かすというような流

れにはなろうかと思います。 

⑩ ２点目の居場所の関係ということですけれども、単なる話し合う場所です

とか、緊急的に駆け込むような場所とか、いろいろ条件によって様々あろうか

と思います。そういったところ、どんな場面で、何ができるのか、そういった

ところを今後、関係所管ですとか、全庁の先ほど言った幹事会、また審議会、

そういったものがありますので、今後何ができるのかというのは、そういった

ところで情報収集をしながら調査研究していく流れになるのかと思っていま

す。 

⑪ 介護に関する休暇制度等のこれから積極的な周知の方法ではありますが、

毎年、職員に対しては、職員手帳を配布しておりまして、内容を更新したもの

についても書き換えを行いながら周知を行っているところです。今回、アンケ

ートの中でも、やはりまだ対象とする職員が少なかったということがあるの

ですけれども、こういったところの見やすさであったり、そういったところも
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含めて、周知には積極的に取り組んでいきたいと考えています。 

⑫ 公益通報については、職員課が内部公益通報の窓口を持っているというこ

とで、公益通報があったときの手続については、職員課が対応の方法であると

か、その後の運用であったりとかを一番周知しているというところで、職員課

を窓口に設定したものです。これが今後、どれぐらい件数があったり、どうい

う内容があるかということにはなるのですが、基本的には職員課で受けまし

て、要綱でも第５条第４項にもありますが、職員課で受けて、処分監督権限の

ある所管課につなげるとしております。件数があまりにも多いといった場合

には、またそのとき必要に応じて検討してまいりたいと思いますが、まずはこ

ういうふうに設置をするものです。 

⑬ ＳＭＳの通知について。こちらは住民全体への一括連絡については、通知内

容に個別性がなくて、広く閲覧されて問題のないものなどについては可能だ

ということで検討しています。また、特定の属性の住民への一括連絡、こうい

ったものは、特定の属性に絞った一括配信とかには向かないシステムで、あと

特定住民への個別連絡といったところも、相手の情報が把握できていないの

で、そういった配信は難しいということで、今回の検討の全庁の中での利用に

ついては外しておりますけれども、債権管理課のように、個別の事業部門にお

いて、こういった特性を踏まえて使っていけるものであれば、そういったもの

も組み込んでいくということについては進めていきたいと思います。 

⑥ 取りやめた事業の２の９の産業廃棄物及び一般廃棄物処理委託契約計量シ

ステム等の連携及び電子の契約化についてです。こちら、当初検討していた際

には、産業廃棄物と一般廃棄物の委託契約の電子化、これ毎年数百件ずつ締結

するものですが、そちらの事務の簡素化を図るために電子契約化ができない

かという検討と、それに合わせて、それぞれ契約した事業者が、どこのごみの

最終処分場ですとか、焼却場に幾らのごみを持っていったかという計量と、そ

してそれに対する手数料の計算を一括して行うためのシステムを構築できな

いかということを考えていました。今はそれぞれ別のデータベースと別の計

量機器で測定しているものを一つにまとめることによって事務を簡素化した

いというＤＸの取組でした。これは検討していく段階の中で、ミドルウェアに

よって計量機器から出てきた数値を共通のデータベースに記入するというこ

とを当初考えていたのですけれども、これができないということが分かりま

して、根本的に計量の機器から全て更新しなければいけないということが分

かりました。これによって、当初想定していたものからコストが相当上がると

いう見込みが出たことから、そもそもこのデータベースを一括して管理する

ことが適当だったかどうかというところから再度検討しなければならないだ

ろうと、根本から見直すということになりましたので、再検討ということにし

ております。 
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① 資料Ｎｏ.６の恵庭市デジタル化推進実施計画の取組状況について、この中

で、まず、庁舎内のレイアウトの変更を実施したということでありますが、今

後いろいろ進めていく中で、フロアは徐々に改修となっていくのか伺います。 

② 別紙の１、そちらで書かれている追加事業の中で、４－２６、ＳＭＳ催告の

導入ですけれども、督促はＳＭＳでやるというのは、とても効果的だと思うん

ですけれども、デメリットとしてというか今、詐欺とか、そういったところに

勘違いされないのかということが懸念事項かなと思うんですが、それに対し

て、正式の通知ですよということをどういうふうにお知らせするのか伺いま

す。 

③ 書かない窓口、今後、別紙の９ページの中で、書かない窓口が今後、令和１

２年度までにどんどん拡大していくのかなと思うんですけれども、イメージ

として、市民としてどこまでできる状況になるのか伺います。 

② 資料Ｎｏ.６のデジタル化について、４－２６のＳＭＳ催告の導入ですけれ

ども、これは次年度から試行的に進めていこうとしているものです。こちらに

ついては、督促というよりは、督促状は法的に発付しなければいけないものな

ので、こちらについては、これまでどおり発付する予定ですけれども、その後

にまだ滞納が続いた場合の催告という意味で、催告状の補完ということで送

る予定としております。こちらについての携帯の電話番号につきましては、折

衝時に電話番号の確認をさせていただいております。それとあと、こういった

メッセージが流れますということについては、ホームページ等で事前に皆さ

んに周知しておりまして、その文面が届くといったことになります。 

  それ以上に個人情報が載るような、そういったメッセージは中には掲載す

る予定はございませんので、それを詐欺と勘違いする方も中にはいらっしゃ

るのかもしれませんけれども、それ以上に何かが流出するということはあり

ません。 

① 私からは、このたびのワンストップ化に向けてフロアが変わってきたとい

うことで、今後、庁内のフロアも変わっていくのかという御質問ですけれど

も、このたびの改修につきましては、窓口支援システムといったシステムを活

用してワンストップ化を進めるというところで、受付から２線目の入力審査

といったところで、３線体制を築くといった効率化を目指して、これは先進地

であります北見市などを参考に改修した流れとなっています。 

  庁内全体のフロアにつきましては、デジタルを活用したオフィス改革とい

うところには取り組んでいますけれども、まだ進めていかなくてはいけない

電子化による紙の削減、こういったところによって庁内のキャビネットなど

が減っていくといったことですとか、あと電話なども場所に縛られますので、

こういったデジタルを活用していろんな働き方が変わっていく中で、出来上
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がったスペースをどう活用していくのかといったところは、この後検討が続

いていくと思っています。 

③ 書かないワンストップの手続がどこまで進めるかということにつきまして

は、今後は市民課を中心に、市民課ができる範囲のものを全庁進めていくとい

う形になります。一応目標としましては、令和１２年度末までに４６手続の拡

大を目指しているとはなっていますけれども、まだ始まったばかりですので、

どこまで増やしていくのかというところは、市民課と相談しながらになるか

と思います。 

  この２月から始めて、３月、４月の繁忙期は一旦中止し、また来年度再開し

ていきますので、その中で簡単な業務で市民から受けられるもの、そういった

ところを中心に拡大していくことになるかと思います。 

  分かりました。レイアウトについては、今後、もしかして再検討して広げて

いくという可能性もないことはないが、今のところは特にはないという状況

ということが理解できました。 

  あとＳＭＳ催告についても、個人情報が漏れない状態で伝えるという内容

についても了解いたしました。 

④ フロアが、今、広く、きれいになって本当に使いやすいなと感じて、都会的

な感じで、入った瞬間に、すごくいい好感触を持つんですけれども、市民の方

の声とか、あとは職員の方がどういったメリットというのがあったのか伺い

ます。 

  手続に関しては分かりました。今後しっかり検討しながら、４６事業を進め

ていくということは理解しました。 

④ フロアがちょっと変わったことに対しての市民アンケートというのは取っ

ていないんですけれどもこのワンストップ化を進めてどうなったかというの

はアンケートを取っておりまして、今年度の部分はまだ最終的な集計を出し

ておりませんが、昨年、一昨年から少しずつ、市民満足度というのは上がって

いるというデータになっています。 

  あと職員につきましては、１階の職員のところについては、きれいに使おう

ねというような、よく出ているのですが、まだ３線で、どういった効率的な仕

組みができ、３線になって、動きがきちっと固まるところまでは確認できてお

りませんので、その辺は今後も検証していきたいと思います。 

 

  １２時０４分 休憩   

  １３時１０分 再開 

 

質疑を継続します。資料Ｎｏ.７から資料Ｎｏ.１０まで及び資料Ｎｏ.２５

の質疑を行います。 
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① 私からは資料Ｎｏ.２５今回の衆議院選挙のことに関して、今回の衆議院議

員選挙では、市民会館の改修工事に伴って、期日前投票の場所が、従来の市民

会館から第２庁舎へと変更になったということですけれども、市民にとって

期日前投票といえば市民会館という意識が定着していると思います。資料の

期日前投票の投票者数の集計を見ても、場所を間違えて市民会館へ向かって

しまった方がいなかったのか、数を見るとちょっと懸念しております。 

  まず伺いたいのは、場所が変更になったことで、市民に周知するためにどの

ような対策を講じられたのか。また、投票期間中、旧会場である市民会館に誤

って来場した方の数とか、寄せられた苦情、問合せを把握しているようでした

ら、その範囲を伺います。 

① 委員の言われましたとおり、今回の衆議院議員総選挙におきましては、市民

会館改修工事中で使えませんでした。１月の３連休が終わった成人式の次の

日に、道選管から、準備を進めるようにという通知が参りまして、その段階で

市民会館が使えないということで、慌てて会場を探したところです。市役所第

２庁舎の１階の旧市営住宅課のスペースが、幸いなことに空いておりました

ので、まずその場所を確保いたしまして、期日前投票所として設けることと、

当日の投票所、第８区の投票所として開設することで、市広報、市ホームペー

ジ、またちゃんとの折り込みに、会場が変更になる旨伝えるほか、投票区域に

当たります町内会にチラシを、地図もつけて、配布、回覧をお願いいたしまし

て周知を図ったところです。 

  対策としては、そのほかに、市民会館の駐車場が排雪で１列が埋まっていた

ものですから、それを１月２８日から開設しているんですが、２９日の木曜日

の夜に排雪作業をして駐車スペースを取るですとかの対策を取ったところで

す。 

  しかしながら、今、委員からもお話がありましたように、そもそも第２庁舎

がどこだということがかなりありまして、最初の土曜日、上から見ています

と、かなりの方が市役所のほうに向かって来られました。守衛さんに、第２庁

舎はどこだという問合せがかなりありましたので、職員が交代で駐車場に立

って、入場券をお持ちのお客様に対して、第２庁舎を御案内するということを

行いました。 

  また、カラーコーンに矢印の表示をつけまして、第２庁舎はあちらですとい

う形、また、市民会館には、こちらは投票所ではございません。第２庁舎です

という貼り紙などをして促したところですが、やはりかなりの方が市民会館

のほうに流れると、やはり市民会館が投票所だったというのは、もう長い間続

いていますので、市民の方は入場券の裏を見ないでそのまま来られる方もお

りましたので、件数は把握していないですが、それなりの数はおられました。 
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  週末がやはり多くこられますので、週末は職員が交代で駐車場に立って対

応しましたのと、当日は警備会社にお願いいたしまして、投票所は第２庁舎に

なりますという形で御案内させていただいたところです。 

  様々な対応をこの短い期間でしていただいたと思います。今の御説明でも

あったんですけれども、市役所の駐車場にカラーコーンを設置していただい

たのも、当初はなかったものを、いろいろな状況に鑑みて対応していただいた

と思っております。 

  ただやっぱり、当日の投票とはまた別に、期日前の投票になると、近隣の方

へはチラシで配られたということなんですが、多くの方はやっぱり第２庁舎

を御存じじゃない方も実際あったと思うので、ちょっと混乱があった点も致

し方ないと思います。 

  今回、ちょっと特殊な例で、多分、今、市民会館の改修工事中にまた同じよ

うな投票の機会は多分ないとは思っておりますので、今回、期日前投票でちょ

っと気になるような数字かなというところがちょっと引っかかるところはあ

ったんですが、いろいろな対策を講じていただいたということで、今後とも選

挙に役立てていただきたいと思っています。 

② あとそれと、改めてなんですが、今回いろいろ、えにわっかやＬＩＮＥとか、

さらには１８歳の方に啓発のはがきとかを配っていただいていると思います。

こういう実際の若年層の投票行動について、今回、突然の選挙の中でいろいろ

対応していただいたと思うんですけれども、若年層の投票行動に、今回のいろ

いろなこういう活動がどういう形で結果に結びついたとお考えか。また今回、

いろいろ試した啓発の対応なんですが、今後について、またそういうような若

年層の対応をどういうふうな形で行っていく予定なのか伺います。 

② 若年層への取組ということで、今回、１８歳に達する方にはがき等を送付さ

せていただいておりますが、急な解散ということもありまして、また冬場とい

うこともあり、参議院議員選挙のときには市内の高校に働きかけまして啓発

活動ということで、一緒にスーパーのほうに立って、一緒に参加してもらい、

選挙の意識を高めてもらうというような行動ですとか、例えば、体験で期日前

投票に従事していただくとか、そういった募集をかける時間がなかったのと、

冬場ですので、高校生は受験シーズンでもありましたので、そこは考えまし

て、今回は学校に案内はしておりません。 

  今後は、参議院選挙ですとか、統一地方選挙にはまた同じように働きかけま

して、選挙に参加して、体験してもらうことで将来的な投票に結びつけたいと

考えています。 

  また、はがきですが、こちらは今回も配布して、これはずっと継続しており

ますが、こちらにどういった効果があったのかということになりますと、ちょ

っと計りかねるところもありますし、今回行いましたデジタルサイネージも、
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ちょうど恵庭駅を出ますとかなり大きく目立つので、そういう意味では見て

いただくことはあると思うんですが、デジタルサイネージの特徴上、ずっと衆

議院議員選挙のものだけが出てくるわけではないので、タイミングによって

は見ていただけないこともあったのかなと思いますので、こちらについても、

どのような効果があったというのは今現在、分析ができていないところでは

ございますが、いずれにしましても若年層の投票率を向上させていくという

ことが、この先の全体の投票率の向上を押し上げるものと考えておりますの

で、こちらについては、引き続き、近隣ですとか、そういった自治体の取組な

ども参考にしながら取り入れてまいりたいと考えています。 

 

① 資料Ｎｏ.２５の衆議院選挙についてですけれども、期日前投票がすごく増

えているなというところで、市民会館も今工事中で、先ほどいろいろありまし

たけれども、なかなか行きづらいというのもあったと思うんですけれども、や

はり商業施設の利用者がすごく多いのかなと思うんですが、集中すると結構

長蛇の列になったりですとか、利用者状況についてもし把握されているよう

でしたら、どういった形なのか伺います。 

① 今回、資料でも御説明いたしましたが、期日前投票は、恐らく過去一番来ら

れた。これは恵庭だけに限らず、全国的にそのような状況でした。恵庭市でい

きますと、今、松島委員が言われましたように、フレスポは過去最大の人数に

来ていただきまして、最終日は２,０００人に届くかという勢いで、選管の事

務局としてはこのままでよしと考えていません。 

  やはり今のスペース、体制で受けるのには、もうちょっと限界が来ているだ

ろうということで、選挙管理委員会委員長とも話をしていまして、次回選挙に

は、隣のスペースをお借りできれば広く取れるのかなということも、今はまだ

検討中でございますが、体制と場所をもう少し拡充して、せっかく多くの方に

来ていただいておりますので、また今ですと、車椅子の方が投票して通る際に

ちょっと不便が生じているということは、従事している職員からも聞いてお

りますので、この辺、改善に向けて活動してまいりたいと考えています。 

  分かりました。施設の方が車椅子の方も連れてきて、なかなか中を回遊する

のが困るというお話も聞いていたので、今そこもしっかり検討していただけ

るということでしたので、ぜひお願いしたいなと思います。 

② あと、先ほども出ていましたが、若者への周知といいますか、啓発について、

ＳＮＳでは、えにわっかとか、公式ＬＩＮＥとかフェイスブックと記載されて

いますが、若者世代は、これ以外のもの、Ｘですとか、ＴｉｋＴｏｋとか、何

かそういったものを利用されるので、若者世代だとこういう啓発だとなかな

か目に届きづらいのかなと思うのですが、こういうことに関して、再度、御所

見があれば伺います。 



２５ 
 

高橋選挙管理委員会

事 務 局 長 

 

 

 

 

松 島 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

高橋選挙管理委員会

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏 野 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 今、委員から御提案ありました件については、今やっているＳＮＳですと

か、公式アプリの活用で十分とは考えておりませんので、ただ、どういった効

果が得られるのかですとか、そういった部分は、先に導入している自治体があ

りましたら、例えば、我々選管の事務局ですと、そういった事務局長会議なん

かもありますので、そういったところで情報共有をしながら、有効な取組につ

いては今後も検討してまいりたいと考えています。 

③ 分かりました。様々意見交換しながら、有権者の目にしっかりとまるよう

に、また投票しやすい環境にしていただきたいのですが、あと先ほどの商業施

設の件に関してなんですが、結構目にして、ここで投票できるんだと、そこで

見て確認する方もいるんですが、入場券がなくても、それありきではないんで

すけれども、できるということが分かっていると、また改めて行くとなかなか

行けないという方も中にはいるのかと思うので、目に留めたときにぱっと入

れるというか、そういった仕組みとかもぜひ今後検討していただければと思

い伺います。 

③ まさに言われましたとおり、特に今回の選挙ですと、やはり大分早く持ち込

んだつもりですが、期日前投票が始まるときに、まだ届いていませんという問

合せがやはり多かったです。前回ほど多くなかったという感じはするのです

が、多くて、そういった方には、届いていなくてもできますよと、何か身分証

明をお持ちになっていただいて、ぜひお越しくださいというような御案内で

すとか、また、先ほど言いました公式ＬＩＮＥとかのリンク先には、そういっ

た旨記載しています。 

  やはり当日、今回は第２庁舎で、はがきが間に合っていないという方がいま

して、事前に電話ももらっていたのですが、そういった方には会場のほうで、

名簿と本人確認ができれば投票できますので、ぜひお越しくださいというよ

うな御案内をさせていただいております。 

  また、今回に限らず、選挙のときには、そういった部分も含めて周知を、今

現在も続けており、今後も同様にしていきたいと考えています。 

 

  ３項目お聞きします。資料Ｎｏ.７、８、１０です。 

① 資料Ｎｏ.７の財政運営の基本指針については３点お聞きしたいんですけれ

ども、基本指針のまず５ページのところで、経常収支比率を用いない理由につ

いては、先ほど御説明もいただいたところです。それで、国の地方財政の仕組

みが変わってきたというお話をいただいたんですけれども、交付税による補

塡に比重が変わってきたから、そういった部分が計上に入ってくるという話

であれば、例えば、経常経費の中で、起債償還に対する交付税による補塡分と

いうものを除外をした割合というものを出していけば、ある程度比率として

の連続性を保っていくようなことができるのかなと思うんですが、そういう
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考え方を取って、経常収支なり、フローの部分に対しての指標を設ける考えと

いうのはないのか伺います。 

② ２点目、６ページのところ、地方債残高の管理に関して、削減を最優先とす

る意味が薄れたというような御説明でした。ここで新たな指標として、今、９

ページのところで、地方債残高の管理に関して達成指標として１００％以下

というような数値を示していただいているんですが、ここで言う１年間の収

入で借金を返済できると、この１年間の収入でというのは何を意味している

のか伺います。 

③ ３点目に、経常収支差額の確保に関して、１１ページのところで、これまで

どおりやってくんだよというようなお話なんですが、これまでも経常収支差

額の確保という話は、方針としては持っていて、ただそれが確保がし切れてい

るのかどうなのか、なかなか難しい部分があるなと思っているんですが、どう

やって経常収支差額の確保をしていく考えなのか伺います。 

④ 資料Ｎｏ.８について１点だけお聞きしたいんですが、公の施設の使用料に

ついて、いずれの施設でも引上げ改定が必要だというようなお話でした。で

も、この３ページのところの総括表を見ると、金額自体は書かれていて、主な

増減理由も若干書かれているのですけどよく分からないんですよね。例えば、

パークゴルフ場とかにしても、学校開放とかにしても、設定基準に基づき算出

すると増額ということで、じゃあ例えば、学校開放に関して、設定基準に基づ

いて、どの費目が幾ら上がって、それに対して利用者がどれだけ下がって、そ

の結果、どうなったのかというところの内訳を少し示していただかないと、こ

こだけ出されてもちょっと分からないので、何か分かりやすく説明しやすい

ところで、一つでいいので、内訳をお示しいただけるとありがたいなと思いま

す。 

⑤ 最後、資料Ｎｏ.１０に関して、公共施設等総合管理計画の個別計画ですけ

れども、資料、大変たくさんいただきまして、１点まずお聞きしたいのが、１

０の２の３ページ目のところで、後期５か年に実際に廃止になった面積の記

述があって、ここの中では、恵央団地の７号棟と恵央団地のＡからＥ号棟につ

いては、ＰＦＩで、２０４６年、計画期間外に譲渡を受ける予定なので建設予

定に含んでないという御説明なんですよね。ただ、この計画の趣旨としては、

３０年間を見通していくんですけれども、その後も含めて更新費用なりを平

準化していきましょう、出していきましょうということからすると、確かに３

１年目ですけれども、この分の面積というのは、公的な面積として含めて考え

る必要があるのではないかなと思うんですけれども、そこについての考えを

伺います。 

  資料Ｎｏ.７、財政運営の基本指針について３点と、資料Ｎｏ.８、使用料の

検証結果の１点、合計４点の質問にお答えいたします。 
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① １点目の資料Ｎｏ.７、財政運営の基本指針、５ページの経常収支比率の部

分で、交付税措置される割合を算出して、それを指標としたらどうかという御

質問かと思いますが、記載に当たっては、委員からもお話があったように、資

料５ページにも記載しておりますが、国の地方財政支援が補助金から起債償

還に対する交付税措置と比重が変わってきているところです。 

  その起債償還金に対する交付税措置の内容でありますが、例を申し上げま

すと、例えば、資料７ページに、今回、このような指標を設定するに当たって、

分かりやすいように図で示してみました。交付税措置については、例えば７ペ

ージの上のグラフを見ていただきたいと思うのですが、ここには記載の中の

一例として、３種類、公共事業等債ですとか、デジタル活用推進事業債と緊急

防災・減災事業債の例をのせてありますが、地方債の種類ごとに、事業費に対

する充当率、それと交付税措置率というのが様々違うところであります。一番

右の緊急防災・減災事業債であれば、充当率が１００％。そのうち交付税措置

率が７０％という見方になっておりますが、これが種類によってばらばらで

ありまして、なかなか一つ一つの起債に対して、交付税措置率を細かく算出し

たものを指標にするというのが、この支援をつくる際の検討の中でも、なかな

か難しいのかなという結論となったところです。 

  ですので、交付税措置については、方針として有利な地方債を活用していく

ということで、この基本指針では立てたところであります。 

② 次に、２点目の質問が６ページ、地方債の残高の管理を続けることの意義が

薄くなってきたということで、そしてその９ページの下の指標の中で、目標１

の達成指標、実質的な将来負担比率１００％以下の収入、１年間の収入で借金

を返済できる水準、この収入がどういう意味かという御質問だったかと思い

ますが、これにつきましては、将来負担比率につきましては、将来負担すべき

負債が標準財政規模に対してどの程度あるかというものでありますが、負債

であって、収入と書いていますが、これには当然、収支差額もそうですが、基

金残高ですとか、要する簡単に言えば、借金を返済できる財源というものが基

金残高等含まれております。これが借金とイコールで、この比率は１００％と

考えています。 

③ ３点目が、１１ページ、政策的事業中と財源の確保の中で、経常収支差額の

確保をどのようにしていくのかという御質問かと思いますがこれにつきまし

ては、予算の編成時にも御説明しておりますが、歳入については市税をはじめ

とする交付税等での財源の確保、歳出についても、不断の見直しですとか、事

務事業の効率化、行政評価等を行いながら、財政運営を進めながら経常収支差

額の確保に努めていきたいと考えています。 

④ 資料Ｎｏ.８の公の施設の使用料の中で、今回、試算結果で使用料との乖離

額ですとか、増減理由が簡単に記載されているのみで、これではどのぐらい経
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費が上がって、利用者がそれに伴って下がったですとか、そのような詳細が分

からないという御質問だったかと思います。 

  今回の検証につきましては、まず前提としまして、現在ある使用料の設定基

準、これにも基づき、機械的にといいますか、設定基準に算出方法をうたって

おりまして、それに基づいて、あくまでも機械的に計算した結果が、お示しし

ている数字になります。お示ししているのは、市内や市外ですとか、施設によ

っては区分もございますが、今回は市内の料金ということで資料としてお示

ししたところです。 

  ですので、個別の施設ごとには、利用者がどのぐらいいて、当然算出に当た

っては、基礎額、維持管理費がどのぐらいかかり、そして利用者数が何人とい

う、基本的に令和６年度実績で算出しておりますので、それぞれの施設ごとに

その数字を使ったものにはなっておりますが、そこまで資料には、今回は記載

していないということ。主な増減理由についても記載のとおり、主立ったもの

を掲載したのみということでございます。 

⑤ 後期５か年の部分につきまして、恵央団地も建設予定として今回のものに

加えるべきではないかという御質問で、この公共施設等総合管理計画が、今、

令和２７年度までの３０年間におけるものでつくっており、そのうちの第２

次プログラムということになりますので、今回の計画期間に入っておりませ

んので算入はしていないんですが、次の計画の際には、その部分ももちろん当

然入れて考えてまいりたいと考えています。 

⑥ まず財政運営なんですが、交付税の措置率がばらばらだというのは、そのと

おりだと思うんですよね。ただそれで、今までであれば、例えば経常収支比率

と一つの数字で前年と比べてよくなっているか、悪くなっているか評価でき

たんですが、そういう指標が出てこないとなると、その時点で前の年と比べて

よくなったのか、悪くなったのかというのが分からないと思うんですよ。であ

れば、何らかの、今、例えば７ページで言うと、緊急防災であれば７割交付税

措置がありますよ、じゃあ令和７年度に借りたものの中で、交付税措置がある

ものがこれだけあったんです、７０％なんですというものを積み上げていっ

ていただいて、それを示してもらうだけでもまだ見えてくるものがあると思

うんですよね。だからその部分が、例えば、これがぶれるから分からないとな

ったら、この分を引いたものを示していただけば、一つの見方としては、経年

で追っていくことができるものとしてつくれるのではないかなと思っている

んですが、検討したがやらないという話なので、それ以上は仕方ないのかなと

思うんですが、考えがあれば、もう一度伺います。 

⑦ ２点目にお聞きしていた基金残高が含まれるということで、１年の収入と

いう話で、だからてっきり将来負担比率とかのように、標準財政規模で割った

ものなのかと思ったり、基準財政収入額のことを言っているのかなと思った
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りしたんですが、そうでもなくて、基金の残高が入ってる、でも基金の残高は

あくまで貯金であって収入ではないわけですよね。だとしたら、この収入で割

る、収入で借金を返済できる水準に相当という、この表現は適切ではないのか

なと思うんですが、そこの収入のところについての考えを伺います。 

  ３点目は答弁は要りません。 

⑧ あと資料Ｎｏ.８の公の施設の使用料の検証なんですけれども、今の御説明

だと、結局、じゃあ学校開放事業の経費がどれだけ増えて、この２３２円とい

う数字が出てるのか全く分からないんですよね。個別で出ていないというこ

となんですが、今後、改定を検討していくだとか、市民負担をお願いしていく

という話になるのであれば、やっぱり私たちもしっかりそれを市民の皆さん

にお伝えしていかなければいけないので、増えた経費、これはこれだけ増えて

いるんです。これだけ減っていると見込むから、この金額になるんですという

内訳を示していただかないと、なかなかそこは説明つかないと思うので、今回

難しいとしても、次回の委員会とかまでにはそういったものを出していただ

きたいなと思うんですが、出せるのか、出せないのかというところのお考えを

伺います。 

⑨ ３点目に、公共施設総合管理計画の部分で、取りあえず根拠は入れないとい

うことの御答弁については分かりましたが、１０の１の資料を見ますと、最後

のところで、人口などを勘案しながら、今後改めて目標変更については検討し

ていくという記載をされています。１０の１の２ページの最後の囲みのとこ

ろです。ただ、この間、これだけ人口が変化してきていて、もともと公共施設

総合管理計画の考え方は、２０５７年の人口に合わせて、今ある床面積単位面

積を同じとするのであれば１１％削減が必要ですよねというつくり方をして

いて、人口がこれだけ変化しているとするならば、今回の改定のときに既にそ

の１１％という目標を変えなければいけないのではないか。同じ面積で今の

推計人口が、社人研が令和５年に出したものからすると、１３.７％削減しな

ければならないとなると思うんですが、だとすれば、今回の時点で目標値とい

うものを見直す必要があるのかなと思うんですけれど。それについてお考え

を伺います。 

⑥ １点目が、資料Ｎｏ.７の５ページから７ページにわたっての交付税措置率

の関係で、起債ごとの交付税措置率、金額を出して、それを引いたもので数値

としての指標とできるのではないかという御意見かと思いますが、これにつ

きましては、今回は細かな交付税措置率を積み上げるですとか、その分を除い

た数値で指標とするのではなくて、起債の考え方としましては、交付税措置の

ある有利な地方債を活用していく。そして、それについては、実質公債費比率、

これについては継続して指標としておりますので、起債の状況、これについて

は、実質公債費比率等にもほかの指標でも反映されることになりますので、そ
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の部分で見ていけば、毎年、財政運営情報と指標を比較して見ていけるのでは

という考えです。 

⑦ ２点目の将来負担比率の関係は、改めて将来負担比率の御説明をさせてい

ただきますと、資料の１０ページの一番上に解説を記載しておりまして、将来

負担比率については、委員も先ほどおっしゃっていましたが、標準財政規模、

これに対して負債がどの程度割合を示すかというものであります。その下に

標準財政規模の解説も書いておりまして、標準的な状態で収入されるであろ

うということで、標準税率での税収入額ですとか、地方譲与税など、それに地

方交付税といった収入を加えたものになります。 

  ただ将来負担比率、先ほど、私、基金と申し上げたのは、将来負担比率の計

算に当たっては、基金残高ですとか、返済できるものも含まれて将来負担比率

が計算されるという意味でした。 

⑧ もう１点が、資料Ｎｏ.８の使用料の検証について、維持管理費がどれだけ

増えた、利用者がどれだけ減ったという内訳を出せるのかという御質問です

が、使用料の検証は、今回報告させていただいた内容について繰り返しになり

ますがあくまでも使用料の設定基準に基づいて、当然それには維持管理費、利

用者数、当然稼働率、利用者数を基にして算出しており、あくまでも算定基準

に基づく結果ということでお示ししています。 

  今後については、今回、引上げが必要という判断をしたところから、次年度

以降動きを進めるという報告をさせていただきましたが、具体的に検証の手

法ですとか検証内容、またスケジュール等については、現時点では未定でし

て、あと使用料については、各施設の所管課ごとに検討していくことを考えて

おりますので、当然、この使用料の検証結果を踏まえることはもちろんです

が、例えば、近隣ですとか、他市の同じような施設の使用料の状況も当然参考

にすべきと考えますので、その辺りを含めて、ただ具体的な引上げ、見直しに

係る算定内容、スケジュール等については、現時点では未定という状況です。 

⑨ 削減の目標の変更についてを今回盛り込んだほうがいいのではということ

でしたが、もともとの総合計画の中では、人口ビジョンが平成２７年のものを

使用しておりまして、今、年数を経まして、１０年前と比較しましても周囲を

取り巻く環境というのが大きく変わってきている状況でもあり、令和８年度

以降に企画課でも人口ビジョンを見直すというか、策定するという予定にな

っているかと思いますので、その人口ビジョンをもって、こちらも改定を検討

する予定です。 

⑥ 財政運営の基本指針などについて少し補足させていただきたいと思います。

初めに、経常収支比率の関係で、経常収支比率というのは経常的に収入する一

般財源の総額、これを分母に、それをどれだけ経常経費に充当したかというも

のの割合になります。この場合、普通交付税については、経常収入一般財源に
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なりますので、それも公債費として支出する分については、分母、分子両方に

入ってきて計算されますから、その部分両方を引いたとしても、数値としては

大きく影響してこないと考えております。また、その経常収支比率を除外した

大きな理由の一つとしては、この経常経費の総額が予算の総額に占める割合

の２分の１以下でありまして、予算全体を見る指標としてはその妥当性がな

いのではないかということから除外したものです。 

⑦ あともう１点の、１年分の収入で返済できるという部分については、少し記

載ぶりがよくないというように御指摘いただき、標準財政規模に占める割合

になりますので、その中で、何年分の収入で返せるか、この毎年の収入状況が

続けば地方債を返済することが可能かということですので、１年で返せると

いうものではございませんので、毎年毎年返していけるという指標になりま

す。 

⑧ 最後に、使用料の関係ですけれども、もちろんここに総括表として提出させ

ていただきましたが、使用料は計算して出していますので、計算の基となった

条件と、その計算の内容というのは当然お示しすることができます。現在はそ

ういった様式にはしておりませんので、それは形を整えてお示ししたいと考

えています。 

  今、部長から補足をいただいておおむね分かったんですが、地方債残高の管

理に関して、数式というか、次のページに比率の説明みたいなものもあります

が、そういったところで少し補足をしていただけるとありがたいなと思って

います。 

 

 

１）報告事項終了 

 

 ２）その他所管事務調査について 

 

【質疑】 

 なし 

 

 ２）その他所管事務調査について終了 

 

●日程３．総務部関連終了 

 

   １３時５４分 休憩   

   １４時００分 再開 

 



３２ 
 

 

 

中 山 企 画 課 長 

 

 

 

平 井 ま ち づ く り 

推 進 課 長 

東 ま ち づ く り 

推 進 課 主 幹 

 

松 島 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 ま ち づ く り 

推 進 課 主 幹 

 

松 島 委 員 

 

 

 

 

柏 野 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日程４．企画振興部関連 

 １）報告事項 

資料説明⑪ 第６期恵庭市総合計画第１次実施計画（案）について 

資料説明⑫ 地方創生の推進について 

資料説明⑬ 物価高騰対策重点支援交付金について 

資料説明⑭ 多文化共生の推進について 

資料説明⑮ 恵庭市立地適正化計画（案）について 

 

資料説明⑯ 恵庭市不動産流通サポート事業について 

 

【質疑】 

① 資料Ｎｏ.１６不動産流通サポート事業についてですが、実績についてはこ

こに記載されているので理解いたしました。課題としてはなかなか周知に対

して御相談が少ないというか、そういう状況だったんですが、あと、皆さん、

いろんな形で周知はしていただいていると思うんですが、一応提案なんです

が、電話番号が書いてあると思うんですが、今だと逆にＱＲコードとかで相談

したいですかみたいな、そこから相談に行けるみたいな、そういう形だと相談

者も、例えば仕事している人とか、なかなか庁舎が開いているときに連絡でき

ないとか、そういった方に対応できるのではないかなと思うんですがそのこ

とについて伺います。 

① 周知方法、あとはその運用についてですけれども、今後、これからいろんな

方法ですとか、そういうことを検討しながら、どういう方法がよいかというの

は引き続き考えてまいりたいと考えています。 

  分かりました。やはり今後、だんだん高齢になってこの家どうしようとか悩

んでいらっしゃる方は結構いらっしゃるのではないかなと思いますので、し

っかりとまた丁寧に周知ですとか、体制について取り組んでいただきたいと

思います。 

 

  ２項目についてお聞きしたいと思います。資料Ｎｏ.１１の総合計画と資料

Ｎｏ.１４の多文化共生の推進についてお聞きしたいです。 

① 資料Ｎｏ.１１の１のほうでお話ししていきたいんですが、成果指標の設定

の基本的な考え方については、先ほど御説明をいただいたので分かりました。

具体的にちょっと幾つか聞いてきたいんですが、例えば、５ページのところを

見ますと、成果指標としては、市民活動センターの会員数というのが挙げられ

ていて、小施策としては、地域コミュニティ活動と市民活動の推進ということ

になっています。例えば、小施策の１の地域コミュニティ活動の振興というこ

とに関しての成果指標というのがないのかなと見えるんですが、細かく全部
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見ていくと、そういうような形で成果指標が十分に設定されていないように

見えるものもあるんですが、その辺りの考え方を少し伺います。 

② もう１点、具体的なところ、例えばでお話ししますと、２７ページです。資

料のページ数でいうと３０ページというところで、地域包括ケアシステムの

推進というのがあって、三つの成果指標が設定されています。そもそも、包括

支援センターの相談件数が増えることだとか、要支援認定率が下がるという

ことが望むべき成果指標なのか、ちょっとどうなのかなとも思うんですが、特

に小施策のほうで２８ページに行くと、地域医療の充実ということで、夜間・

休日急病診療所だとか、産科婦人科の開設助成金というのがあるんですよね。

でも、なかなかこういった事業をしたからといって、この表の成果指標の１か

ら３に響いてくるのはなかなか考えづらいんですが、だから全体的なところ

で、この小施策と成果指標の関連性がもう少し出てくるような考え方にしな

いといけないのかなと思うので、そこの考えを伺います。 

③ 続きまして、資料Ｎｏ.１４について１点だけお聞きしたいんですが、多文

化共生の推進ということで、今後もこういった取組を進めていくということ

です。これについては、総合計画の指標の中でも、外国人の日本語ひろばへの

参加者数だとかというのが指標としては入っていて、これを見て思うのは、今

後、多文化共生をさらに深めていこうとするのであれば、日本語ひろばに参加

する外国人が増えるだけじゃなくて、日本語広場に参加する日本人が増えて

くるような取組をしていかなきゃいけないのかなと思っていまして、これま

での取組として、月２回会話型交流会として実施されているのですが、この開

催の手法をもう少し変化をさせていくような、例えば、ランゲージエクスチェ

ンジみたいな取組をしていくだとか、メンター的な関わりを持っていく日本

人の方が出てくるだとか、そういった取組が今後必要になってくるのかなと

思うんですけれど、その点についてお考えを伺います。 

① 第１次実施計画の成果指標と小施策の関連について。成果指標についてで

すが、例えば、政策としてはごみ処理を例に取りますが、ごみ減量地区懇談会

の開催回数は活動指標であって、参加者数は成果指標であって、様々な要因が

複合的に作用したものが、家庭ごみ１日当たりごみ量やリサイクル率という

課題指標になるものと考えています。 

  同様に、失業対策を例に取りますが、市が実施する職業訓練の実施回数は活

動指標であり、職業訓練の受講者数や職業訓練を実施後に就職した人数は成

果指標であり、様々な要因が複合的に作用したものが失業率といった課題指

標になるものと考えています。 

  こうした考えを基本に数値目標を考えてまいりましたが、成果指標が出し

にくいものについては活動指標とさせていただいたところです。具体的に、例

えば５ページ、市民活動センターのコミュニティ活動の振興に対する成果指
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標がないかといったところの御意見もありましたが、こちらも、他市での成果

指標なども参考にしながら、所管課とも相談しながら、なるべく成果指標の設

定に努めてまいりましたが１の１で言いますと、１１の２の小施策の市民活

動の推進に対応する成果指標しか設けることができておりません。 

② 続いて、２７ページの地域包括ケアシステムの推進の成果指標のところで

すが委員おっしゃるとおり、地域包括支援センターの相談件数が増えればい

いのかというところ、相談件数としてはもちろん減っていくような、相談とし

ては減るようなことが望ましいのかなというふうなところも思いながら、た

だ横ばいということもなかなか難しく、こちらは相談を取りこぼさないよう

なことで取り組んでまいりたいということで、上向きということにしていま

す。 

  同じく、要介護の認定率なども、これから超高齢化社会がさらに進展してい

く中で、認定率が下がればいいのかというところですが、様々な見方があると

思いますが、要介護の方が少しでも減ればいいというところで下げるという

方向性にさせていただいたところです。 

  例えば、主な事業等の関連性で言いますと、確かに直接的には関連はしない

のかなとは考えておりますが、構成事業全体の中で成果指標は設定させてい

ただいたところです。 

③ 多文化共生のほうも、１次実施計画と絡めてというところですが、実施計画

のほうでは、外国人のみとさせていただいておりますが、おっしゃるとおり、

サポーターも含め、日本語ひろばとしての活動が開催されておりますので、指

標の変更については検討したいと考えています。 

  日本語ひろばの取組についても、具体的な御提案をいただきましたが、実際

にもう既にサポーターの方々は車で送り迎えをしていただいたり、メンター

的な形にもなってきているのかなと考えているところです。 

  今後さらに日本語ひろば恵庭を通じて、外国人の方々、サポーターの方々が

顔と顔と見える関係性をつくっていきたいなと考えています。 

  総合計画については分かりました。 

  それで、日本語ひろばについて言いたかったのは、皆さんが集まってという

ところで、もう既にある程度コミュニティみたいなものができている中で、新

しく日本人の方が入りづらいとするならば、何かマッチングの仕掛けみたい

なものがあると、新しい人も入ってきやすいというのがつくれるのかなとい

うふうなお話でした。 

 

１）報告事項終了 

 

２）その他所管事務調査について 
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【質疑】 

① １点だけお聞きをしたいんですけれども、バリアフリーについてお聞きし

たいと思っています。例年、市では、バリアフリー協議会を開催して、関係団

体の皆さんに集まっていただいて、進捗の管理というのを行っているところ

だと思うんですけれども、島松の特定事業計画の中で、南２０号の踏切が地区

の中には含まれているかなと思っているんですが、これについて今回、通学路

の安全点検の中でも御意見が出てきているような箇所があって、歩行者の方

が渡るのに狭いと、通学路としても使われているというところなんですけれ

ども、こういったところが現状、特定事業計画の中で課題の箇所としては把握

というか、チェックされていないのかなと思うんですけれど、これまでにどの

ような協議がなされているのかというのをまず伺います。 

① バリアフリー構想に基づくバリアフリー基本計画ですけれども、まずバリ

アフリーの構想におきましては、高齢者、障がい者が日常的に利用する旅客施

設や官公庁施設、福祉施設を生活関連施設と位置づけておりまして、駅を中心

にそれを相互に結ぶ経路を生活関連経路として位置づけた上で、その上で、道

路特定事業などを位置づけているところです。 

  ですので、これまでは特定事業に位置づけられたものを中心に進捗してい

るところでして、南２０号につきましては、特定経路に該当いたしませんの

で、これまで議論になったことはございません。 

  特定経路に該当しないので議論になったことがないということです。 

② 現状ですと、通学路としての使用があったりということで、障がい者と高齢

者の経路ということなんですが、学校側としてもそういう要望を上げている

中で、例えば、対応ができないというような回答になっているのだとするなら

ば、子どもはバリアフリーの対象として考える必要はないということになる

のか伺います。 

② 子どもが全く対象にならないとかということではないのですけれども、あ

くまでも施設と施設を結ぶというのが、この中でネットワークを組むという

考えがバリアフリーの基本構想の考え方ですので、例えば２０号の先に生活

関連施設がありますと、どこかを結ぶとか、そういう話になればまた話が変わ

ってくるのかもしれないんですが、現状においては、人々が集まるような施設

が周辺にはないですので、バリアフリーの経路としては対象外と考えていま

す。 

③ バリアフリーの経路としてはということなんですが、駅の周辺にバリアフ

リーの特定事業計画のエリアというのが設定されていて、その中の範囲に南

２０号の踏切が入っています。当然、それは駅周辺だから、駅に来る人たちが

通るということもあるでしょうし、その公共施設の一つである小学校に行く
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和合読書推進課長 

髙野郷土資料館長 

斉 藤 学 校 給 食 

セ ン タ ー 長 

ための経路として使われるということも含まれていると思います。それがほ

かのバリアフリーの手段で、例えば、駅の自由通路を通過していくことができ

るのであればいいんですが、今そこが通学路として適切ではないということ

で、そうではない南２０号を使ってほしいということでお願いをしているに

もかかわらず、縦割りではないですけれども、そこが対象にならないからバリ

アフリー上支障がある、車が通行するために歩行者が線路に降りなければい

けない状況が放置されてる状況というのは、私はちょっと問題があるのかな

と考えていて、であれば、バリアフリーではない、何かほかの仕掛けだとして

も、そこを事業者と協議をするようなことが必要なのではないかなと感じて

います。答弁を伺います。 

③ 当該地域、新たな住宅地もできたりとか、そういうところで利用者が変わっ

てきている状況もあるのかなとは思ってはいますけれども、あくまでも、先ほ

ど言うとおり、施設間を結ぶのがバリアフリーの考え方でありますので、バリ

アフリー経路として整備するのは難しいかなと思いまして、一般的な市道の

観点で、道路管理者または鉄道事業者により踏切の拡幅が必要かどうかとい

うのは判断されるものであると考えております。 

 

 

２）その他所管事務調査について終了 

 

●日程４．企画振興部関連終了 

 

  １４時２６分 休憩   

   １４時３４分 再開 

 

●日程５．教育部関連 

１）報告事項 

資料説明⑰ 第四次恵庭市教育大綱について（案） 

資料説明⑱ 第４次恵庭市教育推進プログラムについて（案） 

資料説明⑲ 恵庭市小中一貫教育基本方針について（案） 

資料説明⑳ 令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査につ 

いて 

資料説明㉑ 令和７年度恵庭市通学路合同点検結果について 

資料説明㉒ 恵庭市立図書館改修基本計画（案）について 

資料説明㉓ 株式会社アレフとの包括連携協定の締結について 

資料説明㉔ 学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化） 

について 



３７ 
 

 

 

矢 野 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横山教育支援課長 

 

 

 

 

 

矢 野 委 員 

 

 

 

 

 

 

横山教育支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

矢 野 委 員 

 

 

 

【質疑】 

① 資料Ｎｏ.２１の通学路合同点検の結果に関する質疑をさせていただきま

す。今回、令和７年度の通学路合同結果についてなんですが、今回の点検は７

月２９日に実施されたということで、７か所の危険箇所に対して看板設置や

見守りの継続などの対策の指示がされたということですが、しかし、北海道積

雪地帯においては、夏季には安全には見えるところであっても、冬期には除雪

による雪山や視界が遮られ、あるいは路肩に雪が非常にたまっている場合で

通行に危険がある場合が考えられます。 

  伺いたいのは、７月の点検時に冬の状態をどこまで想定してこちらのほう

を議論されているのかという点ですが、これまでに、冬期特有の通学路の危険

性について、学校のＰＴＡやその他の方々から声がどういうふうに届いてい

るのか、現状の認識をまず伺います。 

① 冬期の現状をどこまで想定して点検をしているかとの質問で、まず、今回の

箇所についての冬期につきましては、多分想定できる箇所としまして、島松の

踏切のところかと思うのですが、学校からも、冬期間の情報はいろいろ得てい

まして、そこはある程度把握はしているところです。 

  また、点検の途中に、各委員にも状況説明しながら、こういう状況であると

いうのがある程度想定はして点検を行っています。 

② 分かりました。今お話があったとおり、島松小学校区の踏切とか、ちょっと

冬には危険な場所があると思います。路面がブラックアイスバーンになった

り、夏の場所では想定できない実際の冬でなければ分からない点もあると思

うのですけれども、今のところでは、看板とか見守りはしていただいているの

ですが、冬の時期の合同点検を追加で実施する、それとか、所管はまた別にな

るのですが、建設部とか、除雪担当部署と連携して、冬期限定の安全対策を別

に講じるとか、現時点でそういうような対策は考えているのか伺います。 

② 冬期間の除雪等の危険箇所につきましては、市教委におります市内巡回し

ているスクールガードリーダーが主に各所を見回り、雪の状況を見まして、子

どもたちが雪山から降りてくる気配はないかとか、それから雪で支障になっ

て登下校できない状況ではないかとか、そういうところを点検しながらあち

こち回っています。 

  また、学校からもいろいろな情報が冬期間に入ってくるケースがあるので

すが、その都度、警察署には情報連絡をしまして、それぞれ連携しながら、解

消には向けて動いています。 

③ 現状でそういうような報告があるということで、特に今後は、そういうよう

な冬の間の点検を特にしないという形で受け取ったんですが、今、こういうよ

うな点検やっている中で、私が気になるのは、特に冬の登下校が気になる点が
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あるので、今後、科学的、計画的にそういうようなのを取り入れて見ていくの

に、今、様々なデジタル技術があります。こういうタブレットやスマホとかを

利用して、保護者や子どもの方々から危険箇所をそれぞれリアルタイムで情

報提供してもらったりするというような仕組みも今後考えられることもでき

ると思うのですが、除雪の計画も併せて、そういうような通学路、危険箇所と

か、今後ちょっとそういうようなのを反映させていく仕組みも大事かなと思

うのですが、そういうような安全対策に向けた取組について伺います。 

③ まず、スマホ等での危険箇所の情報の取り入れという点につきましては、現

在、少年補導員の方々から、現状把握を行っている最中ではあります。また、

保護者等からの情報提供につきましては、前向きに検討して参ります。 

 

① 今、同僚議員の矢野委員のほうからお話がありました。何とかリーダーと

か、いろんな人が見ているよと課長が言います。冬期間、子どもたちが登校す

る時間というのは、７時２０分から８時１０分ぐらいまで、遅れる子は１５分

ぐらいまでの間なんです。その時間に除雪が入っていたとしても、道路を横断

するところに雪山が残っていて、仕方なく車道に回り込んで出ていってしま

うというのは、そのリーダーの方々は勤務時間が朝じゃないと思うので分か

らないと思うんです。例えば、私は１９号の島松小学校の信号のところに一年

中、学校がある間は朝に立っていますが、冬期間はどうするかというと、６時

２０分頃、除雪車とスコップを持ってぐるっと回ります。歩道から車道を渡ら

なければいけない通学路で、しかも横断歩道になっていないところは、自ら除

雪しているんですが、そういったことは、情報として行かないと思うんです。

もう開いてしまった後のことを見ていても、市の除雪がやったんだなと判断

します。そういうことではないというのが、矢野委員も言ってくれていた冬期

間の重大なところ、夏では目視できないような部分があります。そういったと

ころ、私の言う場所だけではありませんと思います。曲がり角などに、たまた

ま丁字路になってるから、そこに雪山が積まさって、車が１台しか通れない場

所とかたくさんあります。その横を子どもたちが車道に出て通学して、また歩

道に戻ってというケースが見受けられますので、そういったものを、建設部も

一生懸命やってくれていますが、教育部としても、そういった地場の情報をし

っかり受け取って、当該所管の部とともに連携しながら、子どもの安全の確保

をしていくというのはとても大事なことだと思いますし、情報を集めるのに

もっと幅広く、情報を取る方法も考えながらやっていっていただけたらいい

なと思っております。事故が起きてからでは遅いですから。その前に対応でき

るような策をどうぞよろしくお願いしたいと思います。答弁があれば伺いま

す。 

① 冬期間の子どもたちの通学に関しましては、これまでも地域の方々の協力
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があって、こういった交通事故に巻き込まれないような形で進んできている

ことに、改めて感謝申し上げるとともに、今、委員がおっしゃった様々な町内

会や指導員、スクールガードリーダーなどのチャンネルを、いかに市教委、ま

たは建設部のほうで受け止めて、それをどういうふうな形で早期にスピーデ

ィーに対応できるかというのを、改めて再構築していきたいと思います。 

  これからも、地域の方々、冬期間ですと、雪の降雪量、または排雪の時期に

よって、刻一刻と道路の状況、通学路の状況も変わると思いますので、スピー

ディーな情報収集にこれからも努めていきたいと考えています。 

  狩野部長、ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、とて

も大事なのは、地域との連携です。建設部門、生活環境部門、そして今、教育

部門含めて、いろんな所管にまたがってきますが、生活環境部で行っている交

通指導員さん、朝立ってくれてますが、人数が少ない、高齢化とか、そういっ

たことで辞める人が出たりして、以前に立って指導してくれていた場所には

今いないんですよ。一番危ないと思われるところに行ってしまって。そうする

と手薄になる場所、しかも交通量の多い場所、しかも太陽が昇った運転手にと

っては一番信号が見にくい、そういったところも手薄になっていたりする。や

はりそういうのは、その近所、地域の人の力を借りる必要があると思います。 

② 私の町内会のところでは、建設部から滑り止めの砂利もいただいて、各家に

置いて、朝起きたら滑りそうだったら巻いてくれとお願いしています。雪が解

けたので、これから時間のあるときにその砂利をはいて、邪魔にならないよう

にする、そういったことを自主的にやっています。これは恵庭市全体として子

どもを見守る中で、建設部も生活環境部も、そして教育部も連携しながら、所

管の壁を破って一緒にやって子どもを見守っていく、それでこそ、安心・安全

な子育てのできる、しやすいまちだということにつながるんじゃないかなと

思いますので、そういったことも含めて、これからの御検討よろしくお願いし

たく伺います。 

② まさに、庁内の連携が重要だなというふうに、委員おっしゃるとおりだと思

います。その連携した中で、いかにその対策がスピーディーに行われるかとい

うことが、子どもたちの安心・安全につながると感じておりますので、いかに

スピーディーに対応できるかというのを、またチェックしていきたいと考え

ております。 

 

① まず、資料Ｎｏ.２０の全国体力・運動能力、運動習慣調査についてなんで

すけど、１点だけお聞きしたくて、資料の本編の８ページというか、６ページ、

数字振ってあるほうでは６ページのところです。中学校の持久走の結果につ

いて、標本数が少ないためその結果省略ということなんですが、概要のほうで

も持久走の結果って書かれていないんですよね。標本数が少ないというのは
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どういうことなのか伺います。 

② 男子について、特に体力の結果としては高くなっていると思うんですが、こ

の要因をどう分析されてるのかというのをお聞かせいただければと思います。

持久走の標本数が少ないってことと、体力高い結果が出ている要因について

伺います。 

③ 資料Ｎｏ.２１通学路合同点検について、今、質疑がいろいろあったんです

けれど、私が思っているのは、もっと早い時期に出していただけないかなとい

うところで、今年８月にも、別途、閉会中にもやらせていただいているんです

が、毎年出てくるものは、できれば２定とかで一度出していただけないかなと

思うんですが、そういうのが難しいのか伺います。 

④ 年度の途中で、さっきの冬の話もそうなんですが、危険箇所があるよという

話が分かったときに、それはどういうふうに対応できるのか、年度中にどうい

う対応ができるのかということをまず伺います。 

⑤ 最後に、資料Ｎｏ.２２図書館改修の基本計画について、本編いろいろと読

ませていただきましたけれども、最初にまず書かれているのが、民間との連携

を進めていくことによって、これは概要版にも書いてあったかな、概要版の最

初のところにも書いてあるんですが、質の高い図書館サービスを提供すると

いうことが書かれています。ここでおっしゃっている質の高いというのは、ど

ういうことを意味するのか、まず伺います。 

⑥ 本編の３８ページのところでＶＦＭの話が書かれています。ＶＦＭの４.

５％という数字はあるんですが、これどういうふうな内訳で積算をされて、こ

の４.５という数字をつくられているのか伺います。 

  体力運動能力に関わって２点お答えします。 

① まず、中学校の実技の部分で持久走の標本が少ないということで、こちらそ

の下に２０メートルシャトルランという種目もあるんですが、持久走と２０

メートルシャトルランのどちらかを選択するというような形になっているの

ですが、ほとんどが２０メートルシャトルランを選択しているという実情が

ございます。 

② 次に、体力のポイントが高い要因が考えられるかということですが、質問紙

等の調査から見る限り、まず体育の授業が好きで、そして運動そのものが好き

である。そして運動時間が長い傾向がある、運動する時間が長いと、おのずと

体力の部分にも反映して、体力としての結果としてポイントが高いというふ

うな見立てを立てています。 

③ 合同点検のまず一つ目、早い時期に報告を出せないかという質問ですが、こ

の件につきましては、合同点検を行った後に各委員にこの点検箇所について

の対策等の照会を行いまして、その回答を得てからの情報収集、その後、学校

と連携しまして、学校のほうには情報提供し、こういう対策を取ることで、子
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どもたちの安全を図れるかどうかの確認を行っておりますので、どうしても

時間が必要となります。ただ、時期的にはもう少し早い時期に出せるようなこ

とはあるかもしれないので、その都度、調整しながらやってまいりたいと思い

ます。 

④ ２点目、年度途中に危険箇所が発生した場合の点検をどういうふうに行う

かという質問ですが、令和６年度において和光小学校のところで臨時的にや

りました。その都度、その都度にやりまして、構成委員が確認しながらもやり

ますので、点検が必要になれば随時で行っていくような形を取らせていただ

いています。 

⑤ まず初めに、質の高い図書館サービスというところですけれども、質でござ

いますが、今回、図書館の目指す姿というのを、つながる図書館と構想のとき

から置いておりまして、その中で、知や情報や本と人がつながるというところ

で、そういった学べる場所、情報を収集できる場所というところと、本もあり

ますし、人と人がつながるというような質の向上ということであったりです

とか、あと、地域や組織がつながるというような場所も含めて、図書館サービ

ス全体として、質の高い図書館サービスと考えています。 

⑥ 次にＶＦＭの関係なんですけれども、建築費と管理運営費のそれぞれのと

ころで削減率を設けておりまして、今回、建築費のほうについては、新築では

ないというところもあって、あまり削減できないと見込んだ関係から、そこの

ところは削減率というのを見ないで計算をしております。一方、民間活力を利

用して、運営費のほうについては、削減率５％、これはＶＦＭを出すときに主

に使われる割合として５％というものがあって、それを使ったんですけれど

も、それを掛けて計算した結果、４.５％は削減できるという結果になってい

ます。 

  まずは、体力に関して、御答弁の内容としては分かりました。なかなか地域

スポーツクラブだとか、部活動というところが少ないのかなと思っていたの

で、体育が好きでいてくれる子どもたちが多いということで、引き続き頑張っ

ていただきたいなと思っています。 

  それで、通学路の安全点検なんですが、やっぱり内容を細かく見ていきます

と、例えば冬期間の除雪の話があったりですとか、この時期に御報告いただい

ても、その対応が十分取れていたのかという確認が、私たちとしてはちょっと

難しいのかなと思うところがあります。だから、もう少し早い時期にいただけ

ると、委員会としても課題を注視していきたいなと思っているので、少し早い

時期というのを期待したいなと思っています。 

⑦ それで、具体的なところとして言えば、例えば、３と４と６についてお聞き

したいんですが、３については看板設置ということで対応完了ですよね。看板

設置要望と書いてるところは、結局要望したけどついてないから要望という
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ことなんですよね。だからこれは未完了だということで、教育委員会としては

設置をしてほしいと思っていて、対応としては設置されてないというのが、設

置要望ということでいいのか、確認で伺います。 

⑧ ４番のところで言うと、冬期は除雪が遅いということで、先ほど通学時間の

お話もありましたが、それに間に合っていなかったんだとすると、これは、建

設部なりと協議をしていただいた結果、この除雪は早くなったんですかね。こ

こについては、ガードレールつけたりだとかは除雪の都合上できないと書か

れているので、だとしたら、これきっとブレストガーデンのところからの子た

ちだと思うんですが、どういう形で安全が確保されているのかというのを、も

う少し詳しく伺います。 

⑨ ６番に関して言うと、これは去年の要望の中でも確かに上がっていて、点検

もされているということになっていたと思うんですが、同じ内容というか、遠

回りになる方というのはごく限定的だと思うんです。１丁目のほうではなく

て、多分、２丁目のごく一部の地域だけが、若干遠回りになるのかなと思うん

ですが、やらないのであれば、今年の点検というのはしていただく必要はなか

ったのかなと。きちんと納得していただくような説明をすれば、もう不要なの

かなと思うんですが、そこら辺の状況を伺います。 

⑩ 最後に、図書館ですけれども、質の高いというところに関して、今、どちら

かというと、中央公園の改修を含めて、地域や組織がつながるというのは付加

価値みたいな部分だと思うんですよね。でも図書館の基本的な機能としては、

やはり生涯学習を進めていただくだとか、情報を得られるみたいなところが

まずベースとしてあって、指定管理の導入から１０年という節目にもなって

いくのかなと思うので、そうしたことを考えたときに、まずはそもそもその指

定管理者制度を続けていくのかどうかというところの検証、この１０年間を

振り返るような検証というのはする必要がないのかというのをお聞きしたい

と思っているんですけれども、指定管理前提で進めていくということになっ

てしまうのか伺います。 

⑪ ２点目のＶＦＭの話はちょっとよく分からなくて、何か今のお話だと、運営

費で５％削減されるという数字を使って計算をしているから、そうすると、全

体経費の中で運営費の割合がある程度あるので、自動的に４.５％削減になる

みたいな形で、そうすると民間が入るだけで、自動的に削減率が出てしまうよ

うな数字になるのかなと思うんですが、そこは何か実際の数字をはめていく

のではなくて、そういう計算なんですかね。そこを確認で伺います。 

⑩ まず最初に、質の高いサービスのところで、指定管理者制度を続けていくの

か、１０年間を振り返って検証はしないのかという御質問ですが、指定管理者

制度については、毎年、モニタリングをしておりまして、そこの中でも、市民

からの利用者アンケートなどでも高評価も出ておりますし、今回、この計画を
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立てるに当たっては、民間の活力を活用して、指定管理者制度というか、民間

の運営をというところで、方向性を出しているところです。 

⑪ 次に、ＶＦＭの計算方法のところです。結果的に４.５％のＶＦＭ効果とい

うことが出ているというところで、先ほど説明したのが、出てるのが４.５％

なんですけれども、削減率というのが、たまたま４.５には近い数字なんです

が、それぞれＶＦＭ計算するときに、整備費のほうで削減できるとしたら５％、

維持管理運営のところで５％という形で、それぞれにの削減率というのは５％

ぐらいを掛けて計算するといいですよという、ＶＦＭの計算方法があって、そ

の削減率の話が５％というところです。結果出てきたのが、４.５％という結

果なんですけれども、今おっしゃっている、何を掛け合わせてというところで

いくと、今回の資金については、補助金だとか交付金だとか、地方債を使うこ

とを予定しておりまして、それを償還年数、地方債であれば１５年であって、

地方債の充当率７５％であったりとか、一定の条件を入れまして、そこの中に

は、民間資金で、利回りも含めて、長期借入をしたときに何％ぐらいで利回り

が出てきて、上乗せになっていくとかというようなこととかも掛け合わせて

いった上で、民間の方が資金を出してくれたときというものを想定した数字

を出して、先ほどお話をした、削減率を掛けた結果、従来方式で事業費を支出

していくときよりも４.５％程度のⅤＦＭの効果があるというな結果になって

います。 

⑦ まず１点目、看板設置要望が未完了かどうかというところの質問ですが、こ

ちらに関しては、看板設置要望を今現在行っている状況でありまして、まだつ

いていないので、継続して設置を行っているというところで、未完了となって

います。 

⑧ 質問の２番目、松恵小学校区、４番のところです。冬期間の除雪が遅い、実

態は早くなったのかという質問でしたが、今年度におきまして、松恵小学校か

らは、除雪の状況確認等の情報が現在入っていないのとともに、スクールガー

ドリーダーの巡回の中でも、除雪が遅くて子どもたちが歩きづらいとは把握

しておりません。ただ今後、また降雪状況においては、建設部を通して、道に

は除雪を早急にするように要望を継続してまいります。 

⑨ 次に、表の６番、恵み野中学校のところですが、昨年度の同じ点検内容とい

うところで、確かに御指摘のとおりであったかと思います。こちらに関しまし

ては、信号機も設置不可ということで警察のほうからも情報を得ていますの

で、今後に関しては、学校のほうには、指導を継続してくださいというところ

での指導はしていくというところになっております。今年度以降については、

こちらは点検は行わないというところで方向性を決めております。 

  さっき聞き忘れたのですが、通学路の安全点検に関して何を言いたかった

かというと、今回、１１月に恵庭小学校区でえにあすのところに信号機が設置
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されて、冬の直前だったということもあると思うんですが、車の方もなかなか

慣れてなかったりとかした中で、停止線はついてはいたんですが、その停止線

表示の青い看板というのはついていなかったんです。そういう中で、雪が降る

と停止線の位置が分からなくなって、横断歩道を通過してしまう車というの

が発生しているような状況があったんですが、そういう基線の跨線橋の通学

路の変更も大きな変更だったと思うんですが、そういう形で大きな変更があ

ったことに関して、やっぱり、何ていうか、危険だという認識があったらよか

ったなと、自分でも言えなかったところなので、そういうふうに感じてたとこ

ろがありました。なので、年度の途中でも、そういうふうな地域の方なり、保

護者の声があったときに、随時点検というものを対応していただきたいなと

いうことを思っております。それについては要望なので答弁については要り

ません。 

  図書館のＶＦＭなんですが、以前にもＰＦＩで市営住宅とかのお話があっ

たときにも、なかなか数字がよく分からないんですよね。出てきたＶＦＭだけ

を示されても、どういう計算をして、どういう金利の想定をして、その結果と

してＶＦＭが出ているのかというのがよく分からないので、概要版のほうで

は要らないかもしれないんですが、詳細で示していただく資料の中では、どう

いう掛け算をして、どういう割り算をしてその数字を出しているのかという

ところを、多分、割引現在価値がどうのとかという話になるんでしょうが、ぜ

ひ示していただきたいなと思っていますので、今後、お願いをしたいなと思っ

ています。 

 

① 資料Ｎｏ.１９の２、小中一貫なんですが、この小中一貫というのは、とて

もすばらしいことかなと思いまして、時代の流れもあるんでしょうが、この基

本方針の中に、できれば少し強調してほしい部分が、例えば概要の１のところ

に、不登校児童生徒だとか、いじめだとかという文言が出てくるんですかね。

例えば、今の小学校の場合は小学校６年で一回終わって、区切りとして、次、

中学校へ行くと。いじめられっ子は、６年生までは行くんだが、一区切りで中

学校ですよね。だが、これ９年間だと、１年生でいじめられっ子が決まっちゃ

ったら、９年間行っちゃうと、そういうことが懸念されるので、やはりそうい

うことにも配慮した基本方針として、もう少し、そういう懸念されることに対

しても、それを防がなくちゃいけないというような強調する部分も、ぜひ工夫

してお願いしたいなと思い、伺います。 

② それから、ＳＮＳの扱い方についてなんですが、学校では携帯電話を持って

きちゃいけないよということでやっているとは思うんですが、ほとんどの子

どもが犯罪に巻き込まれるのがこのＳＮＳで巻き込まれていると。ですから、

学校においても、やはり年に何回か、携帯に詳しい方を呼んで、学校全体で、
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携帯によって巻き込まれる事故だとか、そういったような啓蒙活動を、ぜひそ

ういう項目を、入れていただきたいなと思うんです。今、この中だと、そうい

う項目はないですよね。概要２でＩＣＴというのが出てくるのかな。特に携帯

だとかそういう文言はないんで、ぜひそういったようなことに配慮していた

だきたいなと思い、伺います。 

③ 資料Ｎｏ.２２の１ですが、３０ページ、３１ページのＲＯ方式というのが

優れているということで、設計等維持管理は民間が行うと、公共が資金と建設

を行うということだと思うんですが、例えば、普通の指定管理で５年、例えば

契約して５年で、例えば事業評価だとか。そういったものを受けるわけですよ

ね。これ１５年間の契約となると１５年間行っちゃうわけでしょう。性善説で

やっているとは思うんですけども。一生懸命やってくれるだろうということ

なんでしょうが、慢心して１５年間は安泰だと、悪く取るとですよ。そういう

業者ではないと思いますが、伺います。 

④ それで業者の先進事例、これは調べたんですか。あるいは、職員の方が実際

に行って見学なさったとか、そういう先進事例についての、１５年間を任せる

のはどういう認識なのか伺います。 

① 小中一貫教育について、武藤委員の懸念される小学校時代の不登校、中学校

になっても環境が、小中一貫になってもという懸念かと思いますが、基本的に

は、小学校から中学校に上がるときに、住居によって指定校が決まっています

ので、それは現行においても、小中一貫を導入するにおいても、進学する中学

校においては、小中一貫教育に影響を受けずに進学することになります。た

だ、小中一貫教育を導入することで、小学校と中学校のいろんな課題も含め

て、児童生徒の課題も含めて、共有が進みますので、今お話しされたような配

慮をいただきたいと、配慮すべきような対応については、より密度が高いもの

になるのではないかという期待をしております。 

② また、ＳＮＳの部分について、懸念の部分がありますが、今現在もやはりそ

この部分は課題意識を持っていますので、例えば、携帯の部分についても、参

観日に保護者に説明するとか機会を捉えていますが、教育推進プログラムに

おいても、ネットトラブルの未然防止事業だとか、そのようなことも項目立て

て、また、情報モラル教育も今後より一層を重点に置いて取り組もうという方

針を立てておりますので、参考にさせていただきながら、今後の取組に生かし

ていきたいと考えています。 

③ まず１点目の、１５年間とした理由として先進事例などは見たのかという

ところでありますが、私が実際先進地を視察したということではないですけ

れども、この計画をつくるに当たって、サウンディング調査、市場調査を行っ

ておりまして、これについては、今の市内である島松の複合施設の運営をする

予定の事業者、それと図書館を管理しています実績のある事業者、こういった
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ところにヒアリングをしています。その中で、１５年という年数については、

島松はその年数でございますし、一定程度長い期間という期間での指定管を

図書館運営ではやっているというようなことを聞いておりますのでそのこと

を基に設定をしております。そして現在は３年から５年の中でやっている指

定管理業務を１５年間としたときに、管理はしっかりできるのかという御質

問ですけれど、業務を出した後は、現在と同じように、毎年度のモニタリング

のような、しっかりと実施しているかどうかという把握はしていくというこ

ととともに、年数が１５年となりますので、一定期間のところで、当初予定し

ていたものとは違う情勢的な動きであったりだとか、新しい機能であったり

だとか、そういったことを見込んだ中での変更といいますか、修正をしながら

業務を委託するというような形での仕様をつくっていき、期間が長くなった

としてもしっかりと運営してもらえるようにやっていくということを要件の

中に入れていければと思っております。 

  ぜひよろしくお願いしたいと思います。１５年となると、ここにいる偉い方

みんないないものですからね。ちょっと一言言わせていただきました。 

 

１）報告事項終了 

 

２）その他所管事務調査について 

 

【質疑】 

① 私のほうから１点、先ほど、除雪の関係で様々な地域との連携、それから各

部との連携もお話しさせていただきました。それで昨日の夕方、１６時半ぐら

いでしたか、先週の３月６日、１５時３０分頃、市内の商業施設近くで、低学

年が男性と思われる方に付きまとわれたと、最大近い距離で１メートルぐら

いであったということのようです。通常、ただ見ているだけとか、手を振った

りだとかいろいろあるが、今回の場合は、怖くて、低学年の２人が逃げたら、

自宅までついてきたという案件でした。 

  この情報が学校からどのように教育委員会に知らされて、起きたのは３月

６日金曜日の夕方３時半頃ですから、まだ教育委員会も人がいますし、そうい

った中で、これだけ伝達が遅くなっているのはどうしてなのか伺います。 

② それから併せて、同じメールに、１月２９日の１６時頃、市内中島町方面で

すが、そこでの事案が一緒に来たんですが、これは何回か記憶にはあるんです

が、たまたま以前のものを警察に送ってしまったのか、それとも、あったが、

今回併せて送ってきたのか、この確認で伺います。 

① まず１点目、先週３月６日の不審者情報の件かと思うんですが、その件につ

きましては、夕方起こったことの保護者からの報告は月曜日の朝来ます。その
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後、学校が書類を作成して、市教委に情報が流れてくるので、どうしてもタイ

ムラグが発生してしまいますので、この時期になってしまったところです。 

② あと２点目の１月の件だったんですが、こちらにつきましても、学校に保護

者からの情報が遅くなると、どうしてもこうなってしまうんです。ただ、注意

喚起としては、市としても流しておきたいので、実際にあった時期が早くて

も、遅くとも、必ずすぐ流すようにしています。 

  分かりました。当然、現場からの連絡が遅ければ、そういったタイムラグが

発生するのは十分理解できます。ただ、月曜日に連絡あったにもかかわらず、

火曜日の夕方に届くというのも、これも問題があるのかなと思います。 

③ 先ほど言いましたように、この連絡を受けてから、地域の人たちが対応しよ

うにも、再発防止あるいは抑止するための活動しかできない。例えば、学校か

ら保護者に対してのメールは、３時４５分か５０分ぐらいにはもう既に流れ

ているので、その段階で、同じような情報が地域にも、全員じゃないですが、

例えば町内会長、あるいは防犯部長、いろいろいますが、そういったところに

流れれば、まだ近辺にそういった不審な方々がいる可能性もあるし、そこでそ

れが例えば高齢の方で、子どもがかわいくて近寄っていったんだというのと、

あるいは、障がいを持たれていて近寄っていったんだというのと、それから犯

罪的な要素がありそうなものと、大人では判断できると思うんです。何でも窓

から手を振っていたら不審者だというような時代に、そういったのも、先ほど

除雪でも言いましたが、連携を各部でそれぞれ取って、子どもたちを見守り、

安全に育てる、そういった環境をぜひともつくっていただきたいと思います

ので、御協力よろしくお願いしたいと思います。答弁は誰がしてくれるのか楽

しみにして伺います。 

③ 不審者情報につきましても、除雪につきましても、各部と連携を取って、今

後も連携して、子どもたちの安心・安全を守っていきたいと思います。 

 

２）その他所管事務調査について終了 

 

●日程５．教育部関連終了 

 

（理事者・執行部退席） 

 

【委員間協議】 

●日程６．閉会中の所管事務調査項目について 

 なし 

 

●日程７．その他 
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 なし 

 

 委員長が閉会を告げる。 

（１５時５５分 終了）   

 


